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１ 経営戦略の策定にあたって 

（１）経営戦略の策定の趣旨 

本市の下水道は、昭和 48 年度に公共下水道の整備を開始し、昭和 57 年度に供用を

開始しました。平成 16 年度の旧北会津村、平成 17 年度の旧河東町との合併を経て、

令和５年度末における公共下水道事業、農業集落排水事業、個別生活排水事業を合わせ

た市全体の汚水処理人口は約７万７千人に達し、普及率は 78.6％となりました。 

しかしながら、下水道の未普及地域、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への未転換

など、本市の下水道はいまだ整備途上にあり、下水道の普及拡大と利用促進が重要な課

題となっています。また、下水道の整備開始から 50 年以上経過し、下水道施設の老朽

化等が進みつつあることから、これまで整備された施設の点検・調査、改築・更新など、

施設の維持管理や規模の最適化が必要となっています。 

一方、国・地方ともに厳しい財政状況にある中、人口減少や少子高齢化等により、事

業経営の根幹を成す下水道使用料の減少が懸念されています。限られた財源の中で取

り組むべき課題も多様化していることから、今後の事業経営に必要な財源を確保して

いかなければならない状況にあります。 

このような中、総務省より「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成

26 年８月）及び「「経営戦略」の策定推進について」（平成 28 年１月）において、公営

企業に対して、施設の老朽化や人口減少への対応、将来にわたる安定的なサービスの提

供を目的とした「経営戦略」策定の要請があったことから、本市では平成 28 年度に旧

特別会計の事業ごとに「会津若松市公共下水道事業経営戦略」「会津若松市農業集落排

水事業経営戦略」「会津若松市個別生活排水事業経営戦略」を策定し、「会津若松市第７

次総合計画」の重点施策である「地域の活力を支える都市環境の維持」を実現するため、

事業を進めてきました。 

しかしながら、令和２年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行したこ

とや、人口減少やエネルギー分野を始めとする物価高騰などの社会経済情勢の変化、頻

発する自然災害への対応により計画に乖離が生じてきております。 

また、総務省より「「経営戦略」の改定推進について」（令和４年１月）において、経

営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るため、令和７年度までに経営戦略の改

定を行うよう通知があり、国土交通省からも、「社会資本整備総合交付金の交付にあ

たっての要件等の運用について」（令和２年３月）において、公共下水道事業における

建設改良事業の重要な財源である社会資本整備総合交付金に関して、下水道使用料改

定の必要性の検証等を踏まえた経営戦略の策定・改定を、令和７年度以降の交付要件と

することが示されたことから、今般、経営戦略の見直しを行うものです。 

なお、令和２年度からの公営企業会計への移行に伴い、３つの会計を統合したことか

ら、経営戦略についても統合し、新たに「会津若松市下水道事業経営戦略」とするもの

です。 
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（２） 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取組 

本計画は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のうち、次の目標達成に寄与するもので

す。 

    
  

 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

11 住み続けられるまちづくりを 

14 海の豊かさを守ろう 

15 陸の豊かさも守ろう 

 

（３） 計画の位置付け 

 経営戦略の策定にあたっては、市の上位計画である「会津若松市第７次総合計画」と

その個別計画である「会津若松市公共下水道計画」、「会津若松市下水浄化工場長寿命化

計画」及び「会津若松市下水道管路長寿命化計画」との整合性を図り策定しています。 

 

（４） 計画期間 

経営戦略で求められている計画期間は 10 年以上を基本としていることから、今回の

経営戦略改定にあたっては令和７年度から令和 16 年度までの 10 年間を計画期間とし

ます。 

ただし、事業の進捗に応じて、著しく現状とかけ離れる場合には、随時見直すことを

前提とします。 
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２ 下水道事業の概要 

（１）下水道の役割 

下水道は、公衆衛生の向上や都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質

保全に資するため、欠かすことのできない公共性、公益性の高い重要な都市基盤施設で

す。 

下水道には、主に次の３つの大きな役割があります。 

①生活環境の改善（汚水の排除） 

生活排水を速やかに排除することにより、悪臭や害虫の発生防止及び感染症の発

生を予防します。トイレの水洗化を通じて衛生的で快適な生活環境を確保します。 

②公共用水域の水質保全 

汚水を処理場で浄化することにより、河川などの公共用水域の水質汚濁を防止し、

豊かな自然環境を保全します。 

③浸水の防除（雨水の排除） 

公共下水道事業区域内の浸水被害区域における雨水を、下水道を通じて排除する

ことにより、浸水被害を防止します。特に、近年多発している局地的大雨により、従

来よりも雨水の流出が増えていることから、浸水対策として下水道（雨水管渠）の整

備を行う必要があります。 
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（２）施設の状況 

 公共下水道 農業集落排水 個別生活排水 

供用開始年度 

(供用開始後年数 *1) 

昭和 57 年度 

(供用開始後 42 年) 

平成９年度 

(供用開始後 27 年) 

平成 14 年度 

(供用開始後 22 年) 

法適（全部適用・一部

適用）・非適の区分 

法適(全部適用) 

令和２年４月１日 

法適(全部適用) 

令和２年４月１日 

法適(全部適用) 

令和２年４月１日 

処理区域内人口密度 

 *1 

40 人/ha 

（79,831 人/1,982ha） 

10 人/ha 

(4,052 人/417ha) 

3,662 人 

(処理区域内人口) 

流域下水道等への接

続の有無 

無 無 － 

処理区数 *1 

３処理区 

・会津若松処理区 

・北会津北部処理区 

・河東処理区 

５地区 

・赤井地区 

・共和地区 

・界沢地区 

・下荒井地区 

・北会津西部地区 

－ 

処理場数 *1 

３か所 

・会津若松市下水浄

化工場 

・北会津北部浄化セ

ンター 

・河東浄化センター 

５か所 

・赤井地区浄化セン

ター 

・共和地区浄化セン

ター 

・界沢地区浄化セン

ター 

・ 下 荒 井 浄 化 セ ン

ター 

・北会津西部浄化セ

ンター 

浄化槽設置基数 

1,136 基 

広域化・共同化・最適

化実施状況  *2 

 ・湊地区の処理場統

合 に よ る 施 設 規

模 最 適 化 の 取 組

を実施中 

・今後、下荒井地区

について、公共下

水 道 事 業 の 北 会

津 北 部 処 理 区 へ

の 統 合 (接 続 )を

検討予定 

 

*1 令和６年４月１日時点（以下、同様） 
*2 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道

への接続を指す。「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立
圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基
づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料
金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。「最適化」とは、
①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社
会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処
理区の統廃合を伴わない。）を指す。（以下、同様） 
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（３）下水道使用料の概要・考え方 

下水道事業の経営に要する経費は、基本的には供給するサービス（汚水処理）の受益

者が支払う対価（下水道使用料）によって賄われています。独立採算制により事業を運

営するためには、経営に必要な費用を適正に原価に反映させ、これを踏まえた料金設定

を行い、遺漏なく徴収することによって達成されます。また、安定的にサービスの供給

を続けていくためには、料金体系の見直しによる下水道使用料の適正化も必要です。 

本市の下水道使用料は、下水道の供用開始以降５回の改定（引上げ）を実施しました

が、企業債償還金が逓減する一方、一定の使用料収入が得られていることから、平成 16

年度以降は料金体系を据え置きとしています。また、農業集落排水事業及び個別生活排

水事業に係る下水道使用料は、使用者が享受するサービスが公共下水道事業と同等と

の考えから同一の料金体系を採用しており、公共下水道事業に合わせて改定（引上げ）

してきました。 

なお、本市の下水道使用料は、使用水量に基づき算定を行っており、下表のとおり、

汚水の種別（一般・浴場・温泉）に応じて、基本使用料及び超過使用料を定めた累進使

用料制度を採用しています。  

 

【下水道使用料一覧表】                ※金額は税抜き 

汚水の種別 
基本使用料 

（1 月につき） 

超過使用料（1 月につき） 

汚水量 １㎥につき 

一般汚水 10 ㎡まで 1,300 円 

10 ㎥を超え 20 ㎥まで 130 円 

20 ㎥を超え 30 ㎥まで 170 円 

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 215 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 255 円 

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 285 円 

200 ㎥を超え 500 ㎥まで 320 円 

500 ㎥を超える分 330 円 

浴場汚水 10 ㎡まで 1,300 円 10 ㎥を超える分 57 円 

温泉汚水 10 ㎡まで 1,300 円 10 ㎥を超える分 57 円 

 

使用水量 20 ㎥あたりの条例上の使用料、実質的な過去３年度分の推移は次のとおり

です。 

 

【条例上の下水道使用料・実質的な下水道使用料】      ※金額は税抜き 

条例上の下水道使用料 

(20 ㎥あたり) *1 

実質的な下水道使用料 

(20 ㎥あたり) *2 

公共下水道 農業集落排水 個別生活排水 

令和３年度 2,600 円 令和３年度 3,651 円 3,387 円 3,037 円

令和４年度 2,600 円 令和４年度 3,690 円 3,396 円 3,032 円

令和５年度 2,600 円 令和５年度 3,682 円 3,415 円 3,019 円

*1 条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料をいう。 
*2 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたもの

（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。  
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（４）組織 

令和６年４月１日現在、会津若松市下水道事業の組織体制は次のとおりです。 

令和２年４月１日に水道部と建設部下水道課を組織統合し、上下水道局が設置され

ました。下水道事業に係る職員数は 28 名であり、このうち公共下水道事業は 24 名、

農業集落排水事業は２名、個別生活排水事業は２名となっています。また、令和２年度

より雨水事業に係る整備等は市長部局（都市計画課）で担当しています。 
 

≪上下水道局≫      

上 下 水 道  
局 長 

  
総 務 課 (11 名) 

事 業 管 理 者    

（１名）  (１名)   
経 営 企 画 課 

(13 名) 
※副局長兼課長を含む      

     
下 水 道 施 設 課 (19 名) 

     

     
上 水 道 施 設 課 (20 名) 

     

       
     ≪建設部≫ 

     
都 市 計 画 課  

     

 

（５）民間活力の導入状況 

水道事業において、平成 22 年度に検針や料金徴収、納入相談等を一括して「水道料

金等徴収業務」として民間事業者への委託を開始したことに伴い、下水道事業において

も同様に下水道使用料に関して委託を実施しています。 

また、公共下水道事業及び農業集落排水事業では、令和元年度より処理場等の運転管

理、保守点検、汚泥処理、水質分析、ユーティリティ *調達等を一括して「処理場等包

括的運転管理業務」として民間事業者への委託を実施しています。 

令和２年度の組織統合後は、上下水道局として引き続きこれらの委託を実施してお

り、良質な市民サービスを安定的に提供しています。 

このほか、浄化槽の保守点検や汚泥収集運搬など、各種維持管理業務について、民間

事業者への委託を実施しています。 

その他の民間活用（指定管理者制度、PPP・PFI）は、現在該当ありません。 
 

* ユーティリティとは、運転・保守点検を行うために必要な消耗品、薬剤、資材、電気・水道・

燃料費等の費用をいう。 

 

（６）資産活用の状況 

公共下水道事業では、平成 26 年度に下水浄化工場に消化ガス発電設備を設置し、下

水汚泥から発生する消化ガスを利用した消化ガス発電を行い、施設の維持管理に必要

な電力として活用しています。令和元年度には消化ガス発電設備を増設し、省エネル
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ギーのさらなる推進と温室効果ガス発生量の抑制に取り組んでいます。 

また、処理場で生じる下水汚泥については、民間事業者による肥料の生産に活用する

とともに、下水浄化工場内でも肥料を作成し広く配布しています。 

その他の資産活用（土地・施設等利用）は、現在該当ありません。 

 

（７）経営比較分析表等を活用した現状分析結果 

経営比較分析表とは、下水道事業の決算値を基に、事業ごとの指標（経営の健全性・

効率性、老朽化の状況）を算出し、全国の類似団体の平均値と比較することで、本市の

経営状況や課題について把握するものです。 

なお、現在公表されている最新の経営比較分析表は、巻末資料（別添１）のとおりで

す。 
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３ 将来の事業環境 

（１）処理区域内人口の予測 

①公共下水道事業 

処理区域内人口は、汚水管渠の整備面積の拡大に伴い増加してきましたが、近年は整

備済みの地域で人口減少が進行し、令和元年度以降は減少に転じています。水洗化済人

口も同様に増加してきましたが、近年は伸びが鈍化しています。 

今後も汚水管渠の整備を推進していく予定であり、処理区域内人口は区域拡大に伴

う増加を見込む一方、整備済みの地域での減少が上回り、全体としては逓減していくも

のと見込んでいます。水洗化済人口については、普及活動による新規接続者の増加と既

存使用者の減少がほぼ拮抗するものの、全体としては微減で推移していくものと見込

んでいます。 

なお、各人口の推計にあたっては、「水道わかまつ施設整備アクションプラン」にお

ける人口推計等を参考とし、管渠整備等による新規接続に伴う増加等を勘案して行っ

ています。 

 

  令和５年度 令和 16 年度 増減 

計画区域内人口 (Ａ) 94,672 人 84,062 人 ▲10,610 人 

処理区域内人口 (Ｂ) 79,831 人 73,839 人 ▲5,992 人 

水洗化済人口 (Ｃ) 70,118 人 69,323 人 ▲795 人 

普及率 (Ｂ/Ａ) 84.32％ 87.84％ ＋3.52 ﾎﾟｲﾝﾄ 

水洗化率 (Ｃ/Ｂ) 87.83％ 93.88％ ＋6.05 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 
 

②農業集落排水事業 

汚水管渠の整備は平成 27 年度に完了しましたが、処理区域内人口は平成 26 年度以

降減少しており、今後も人口減少の進行に伴い逓減していくものと見込んでいます。 

水洗化済人口は新規接続に伴い増加してきましたが、令和元年度以降は減少に転じ

ており、今後も段階的に減少していくものと見込んでいます。 

なお、各人口の推計にあたっては、「水道わかまつ施設整備アクションプラン」にお

ける人口推計等を参考とし、新規接続に伴う増加等を勘案して行っています。 
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  令和５年度 令和 16 年度 増減 

計画区域内人口 (Ａ) 4,052 人 3,256 人 ▲796 人 

処理区域内人口 (Ｂ) 4,052 人 3,256 人 ▲796 人 

水洗化済人口 (Ｃ) 2,959 人 2,802 人 ▲157 人 

普及率 (Ｂ/Ａ) 100.00％ 100.00％ ±0.00 ﾎﾟｲﾝﾄ 

水洗化率 (Ｃ/Ｂ) 73.02％ 86.06％ ＋13.04 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 
 

③個別生活排水事業 

水洗化済人口は、浄化槽の新規整備に伴い増加してきたものの、近年は人口減少の進

行により伸びが鈍化しており、今後は、徐々に減少していくものと見込んでいます。な

お、浄化槽を戸別に設置する事業の性質上、処理区域内人口と水洗化済人口は同数とな

ります。 

また、計画区域内人口は人口減少の進行に伴い減少が続いており、今後も段階的に減

少していくものと見込んでいます。 

なお、各人口の推計にあたっては、「水道わかまつ施設整備アクションプラン」にお

ける人口推計等を参考とし、浄化槽整備による新規接続に伴う増加等を勘案して行っ

ています。 

 

  令和５年度 令和 16 年度 増減 

計画区域内人口 (Ａ) 12,600 人 9,770 人 ▲2,830 人 

処理区域内人口 (Ｂ) 3,662 人 3,521 人 ▲141 人 

水洗化済人口 (Ｃ) 3,662 人 3,521 人 ▲141 人 

普及率 (Ｂ/Ａ) 29.06％ 36.04％ ＋6.98 ﾎﾟｲﾝﾄ 

水洗化率 (Ｃ/Ｂ) 100.00％ 100.00％ ±0.00 ﾎﾟｲﾝﾄ 
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（２）有収水量の予測 

①公共下水道事業 

有収水量は、平成 29 年度をピークとして減少傾向にあり、人口減少や少子高齢化、

世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に伴い、一般家庭等の小

口使用者を中心に使用水量が減少していくものと見込んでいます。今後も汚水管渠を

整備していく予定であるため、新規接続による有収水量の増加が見込まれるものの、総

量としては段階的に減少していくものと推計しています。 

なお、汚水処理水量についても、有収水量に比例して段階的に減少していくものと見

込んでいます。 

 

  令和５年度 令和 16 年度 増減 

汚水処理水量 (Ａ) 10,315 千㎥ 9,795 千㎥ ▲520 千㎥ 

有収水量 (Ｂ) 8,144 千㎥ 7,934 千㎥ ▲210 千㎥ 

有収率 (Ｂ/Ａ) 78.95％ 81.00％ ＋2.05 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

 

 

②農業集落排水事業 

有収水量は、令和２年度をピークとして減少傾向にあり、今後も人口減少や少子高齢

化、世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に伴い、使用水量が

減少していくものと見込んでいます。 

なお、汚水処理水量についても、有収水量に比例して段階的に減少していくものと見

込んでいます。 

 

  令和５年度 令和 16 年度 増減 

汚水処理水量 (Ａ) 300 千㎥ 293 千㎥ ▲7 千㎥ 

有収水量 (Ｂ) 256 千㎥ 248 千㎥ ▲8 千㎥ 

有収率 (Ｂ/Ａ) 85.31％ 84.60％ ▲0.71 ﾎﾟｲﾝﾄ 
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③個別生活排水事業 

これまで有収水量は、浄化槽の新規整備に伴い、増加を続けてきたものの、近年は人

口減少や少子高齢化、世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に

伴い、伸びが鈍化しています。このため今後も、新規接続による有収水量の増加を見込

むものの総量としては、徐々に減少していくものと見込んでいます。 

なお、汚水処理水量についても、有収水量に比例して段階的に減少していくものと見

込んでいます。 

 

  令和５年度 令和 16 年度 増減 

汚水処理水量 (Ａ) 293 千㎥ 290 千㎥ ▲3 千㎥ 

有収水量 (Ｂ) 293 千㎥ 290 千㎥ ▲3 千㎥ 

有収率 (Ｂ/Ａ) 100.0％ 100.00％ ±0.00 ﾎﾟｲﾝﾄ 
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（３）下水道使用料の見通し 

①公共下水道事業 

下水道使用料は、平成 30 年度をピークとして減少傾向にあり、人口減少や少子高齢

化、世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に伴い、今後も段階

的に減少していくものと推計しています。 
 

 令和５年度 令和 16 年度 増減 

下水道使用料(税抜き) 1,499,324 千円 1,471,075 千円 ▲28,249 千円 

 
 

②農業集落排水事業 

下水道使用料は、令和２年度をピークとして減少傾向にあり、人口減少や少子高齢

化、世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に伴い、今後も段階

的に減少していくものと推計しています。 
 

 令和５年度 令和 16 年度 増減 

下水道使用料(税抜き) 43,763 千円 42,033 千円 ▲1,730 千円 
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③個別生活排水事業 

下水道使用料は、令和３年度をピークとして減少傾向にあり、人口減少や少子高齢

化、世帯員数の減少や節水志向、物価高騰等の社会経済情勢の変化に伴い、今後も段階

的に減少していくものと推計しています。 
 

 令和５年度 令和 16 年度 増減 

下水道使用料(税抜き) 44,230 千円 42,261 千円 ▲1,959 千円 
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（４）施設の見通し 

①処理場  

公共下水道事業の処理場は、施設の現有能力で今後も汚水量の処理が可能と見込ま

れるため、処理場設備の長寿命化(更新等)に取り組みながら運営を行っています。特

に、下水浄化工場は昭和 57 年度の供用開始から 42 年を経過することから、施設の適

切な管理と早期の修繕により可能な限り耐用年数を延ばすととともに、計画的に設備

の更新等を実施していく必要があります。 

また、農業集落排水事業では、施設規模の最適化を図るため、処理場統合に向け、統

合に伴う管路の布設、統合先の処理場設備の機能強化(更新等)等に取り組んでいます。

北会津地区では、宮木浄化センター及び上米塚浄化センターを廃止し、令和６年度より

北会津西部浄化センターへの統合を実施しました。今後は、湊地区において、赤井地区

浄化センターを廃止し、令和８年度より共和地区浄化センターへと統合する予定であ

り、両地区の統合により処理場数は７か所から４か所へ減少する予定です。 

なお、農業集落排水事業下荒井地区の公共下水道事業北会津北部処理区への統合は、

処理施設の集約による最適化・効率化が期待されるものの、受入に伴う施設能力の再検

討や事業計画の見直し等の課題もあることから慎重に検討していく必要があります。 

 

②管渠 

公共下水道事業の汚水管渠は、昭和 48 年度の整備開始から 51 年が経過し、法定耐

用年数 50 年を経過する管渠が生じるなど、施設の老朽化が進みつつあります。また、

農業集落排水事業の汚水管渠は、平成６年度の整備開始から 30 年が経過し、法定耐用

年数を経過する管渠はありませんが、徐々に老朽化が進みつつあります。 

このため、計画的に管路施設の長寿命化(管更生等)を推進するとともに、予防保全型

の管理に取り組むことにより、事故等の未然防止とライフサイクルコストの低減を図

る必要があります。 

 

③浄化槽  

個別生活排水事業では、平成 14 年度の事業開始から 22 年が経過し、浄化槽の新規

整備や移管に伴い基数は年々増加しています。令和５年度決算における浄化槽の基数

は 1,179 基となり、「生活排水処理基本計画」に定める計画基数 4,300 基に対する整備

率は 27.42％となりました。 

保守点検や汚泥収集運搬業務の民間事業者への委託等により適切な維持管理を実施

していますが、設備の老朽化に伴い修繕等が増加しています。今後も新規整備等により

浄化槽の基数が増加していくことから、これに伴う維持管理費の増加が見込まれます。 

 

（５）組織の見通し 

令和２年４月１日に会津若松市水道部と建設部下水道課を組織統合し、上下水道局

を設置したことから、計画期間内は現行体制の継続を見込みます。 

-14-



 

 

４ 下水道事業全体の課題 

（１）水洗化率のさらなる向上と下水道使用料の確保 

公共下水道事業の水洗化率は、汚水管渠の整備拡大に伴い年々上昇しており、令和５

年度決算では 87.83％となりましたが、近年は整備済みの地域で人口減少が進行し、水

洗化済人口の伸びが鈍化しています。特に、現在、主に汚水管渠の新規整備を進めてい

る市街地南部は、個人で浄化槽を設置し、経過年数が短い建物が多いことから、公共下

水道への切替えまでに一定の時間を要することが予想されます。 

また、農業集落排水事業では、令和５年度決算における水洗化率が 73.03％と年々上

昇しているものの、経済的要因や少子高齢化等を背景に新規接続件数の伸びが低く、類

似団体平均値 84.39％と比較して低い状況にあります。 

下水道事業を持続的に経営していくためには、下水道の整備により利用可能な地域

を拡大するだけでなく、事業を安定的に運営していくための財源として下水道使用料

を確保していく必要があることから、積極的かつ継続的な普及活動による水洗化率の

さらなる向上が課題となっています。 

 

（２）建設改良事業に係る投資額の平準化 

公共下水道事業では、建設改良事業として、汚水管渠及び雨水管渠の整備、管路及び

処理場の長寿命化を実施していますが、人口減少や物価高騰を始めとする社会経済情

勢の変化により、有収水量及び下水道使用料は逓減していくことが予想されます。ま

た、整備に伴う新規企業債発行額を元金償還額以下に抑える取組の継続により、企業債

残高が着実に減少しています。 

現在は汚水管渠の整備を優先していますが、汚水管渠の老朽化の進行に伴い、破損等

のリスクが高まる管渠が急激に増加していくことから、長寿命化の重要性が大きく増

していくものと推測されます。一方、新規整備による未普及地区の解消にも相当の期間

を要することから、今後、汚水管渠の新規整備と長寿命化の両立が課題となります。あ

わせて、将来的な財源や企業債残高等の見通しを踏まえ、建設改良事業に係る投資総額

の上限設定や投資額の平準化、事業量の調整等が必要になるものと考えられます。 

 

（３）予防保全型維持管理の強化 

公共下水道事業及び農業集落排水事業の汚水管渠は老朽化が進みつつあり、管路施

設の長寿命化(管更生等)と合わせて、適切な維持管理により事故等の未然防止を図る

必要があります。 

一方、これを担う技術職員の慢性的な不足等に伴い、技術継承や管理体制の強化が課

題となっており、今後も老朽化や資産の増加による業務量の増大が予想されます。 

このような状況の中、内閣府で公表した「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和５年

改訂版）」において上下水道分野が重点分野とされるとともに、新たな管理・更新一体
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マネジメント方式（ウォーターPPP*）が示され、国土交通省からはウォーターPPP 導入

を社会資本整備総合交付金（汚水管の改築）の交付要件とされることが明記されまし

た。 

このため、今後の予防保全型維持管理体制の強化等を図るため、ウォーターPPP を含

めた官民連携による下水道管路施設の包括的民間委託の導入について検討していく必

要があります。 

 

*ウォーターPPP とは、公共施設等運営事業（コンセッション方式）とそれに準ずる効果が期

待できる官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）の両者の総称。 

（４）ＧⅩ・脱炭素化への対応 

国は、「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会」からの報告を踏まえ、令和４年

３月に脱炭素・循環型社会を実現する下水道の目指すべき姿として「グリーンイノベー

ション下水道」を位置付け、①下水道が有するポテンシャルの最大活用、②温室効果ガ

スの積極的な削減、③地域内外・分野連携の拡大・徹底の３つの方針を掲げました。 

また、令和４年 10 月には「下水汚泥の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」が設立

され、下水汚泥資源の肥料化の大幅な拡大による肥料の国産化と肥料価格の抑制、農業

への活用に関する議論が進められています。 

さらに、「ＧＸ実現に向けた基本方針」（令和５年２月 10 日閣議決定）においては、

2050 年カーボンニュートラルに向けて、化石燃料中心の産業構造・社会構造をクリー

ンエネルギー中心へ転換する「ＧＸ(グリーントランスフォーメーション)」が掲げら

れ、温室効果ガスの排出削減と経済成長をともに実現する取組が示されました。 

本市では、公共下水道事業において、処理場への消化ガス発電設備の導入や省エネル

ギー型設備への改築更新により電力使用量の抑制を図っていますが、今後は下水道資

源の一層の活用により温室効果ガス削減に寄与する事業手法について検討していく必

要があります。 

農業集落排水事業においては、処理場統合による施設規模の最適化に取り組んでお

り、一部処理場の廃止（ポンプ場へ転換）に加え、省エネルギー型設備への改築更新に

より維持管理費が低減されるとともに、電力使用量の抑制に伴う温室効果ガスの削減

が図られる見通しであるため、引き続き事業を進めていく予定です。 

また、下水汚泥については、民間事業者や下水浄化工場内での肥料生産に活用してい

ますが、一部は焼却・埋立て処分を実施しているため、下水汚泥のさらなる利活用拡大

が課題となっています。 

 

（５）浄化槽の維持管理費の抑制 

個別生活排水事業では、浄化槽管理基数の増加や設備の老朽化、物価高騰等に伴い、

維持管理費が増加しています。令和５年度決算における経費回収率は 29.01％に留まっ

ており、維持管理費の抑制が大きな課題となっています。 

一方、浄化槽の新規整備等により基数が年々増加するとともに、事業開始から 22 年
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が経過することから設備の老朽化も進みつつあります。浄化槽設備の耐用年数は、浄化

槽本体で 30 年、機器類で 11 年とされており、設備の修繕や消耗部材の交換等が増加

していることから、適切な維持管理により浄化槽設備の長寿命化を図っていく必要が

あります。 
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５ 事業運営の基本方針 

本市の下水道事業は、地方公営企業として独立採算を原則とする経営形態をとって

おり、常に企業の経済性を発揮するとともに、本来の目的である「公共の福祉の増進」

を図るよう運営することが求められます。このため、事業の経営成績及び財政状況を明

確化し、将来にわたり持続可能な健全経営に取り組んでいくことが必要となります。 

また、下水道事業は、市民生活に不可欠なサービスを安定的に供給する役割を担って

おり、「生活環境の改善（汚水の排除）」、「公共用水域の水質保全」、「浸水の防除（雨水

の排除）」を図るため、下水道の普及を推進し、今後も施設の適切な維持管理を行うと

ともに、安心して生活できる快適で安全・安心な生活環境の確保を図ります。 

 

（１）透明性が高く持続可能な下水道事業の経営 

令和２年度の地方公営企業会計移行に伴い、固定資産（施設）の減価償却を含む総括

原価について、建設費や維持管理費を含めたトータルコストが明らかとなり、下水道事

業の「見える化」が図られました。また、同時に実施した水道部との組織統合により、

水道事業が培ってきた公営企業経営のノウハウを活かした下水道事業の経営の安定化

が図られるとともに、両事業の協力・連携により機動的かつ柔軟な対応が可能となる執

行体制へ強化されるなど、様々な効果が生じました。 

今後も、これらのメリットを活かしながら、効率的で透明性の高い経営を目指すとと

もに、将来にわたり安定したサービスを継続して提供できるよう、財務諸表の作成を通

じて、自らの資産・負債等をより正確に把握・分析し、経営基盤の強化と財政マネジメ

ントの向上に努めていきます。 

また、地方公営企業会計移行後の決算に基づく検証を行うとともに、将来的な事業環

境を勘案した財政見通しを策定する中で、総括原価の観点を踏まえた適正な使用料水

準について検討していきます。これにより、公共下水道事業においては経費回収率

100％の維持に努めるとともに、農業集落排水事業及び個別生活排水事業においては公

共下水道事業に準じた下水道使用料の見直しについて検討していきます。 

なお、農業集落排水事業及び個別生活排水事業は、農村部や市街化調整区域等の人口

密度が低い地域を対象としているため、事業経営にあたっては、下水道使用料だけでな

く、一般会計からの繰入金が必要な事業となっています。 

 

（２）計画的な下水道施設の整備推進 

①管渠  

公共下水道事業における汚水管渠の整備については、令和５年度決算において全体

計画面積に対する整備率が 72.90％となったものの、いまだ整備途上にあります。この

ため、「公共下水道事業認可計画」に基づき、令和９年度にかけて門田町飯寺、門田町

徳久、門田町黒岩、東年貢、花見ケ丘の地区を中心に汚水管渠の整備を進め、水洗化の

促進を図っていきます。令和 10 年度以降においても、引き続き未普及地区の解消を目
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標として計画的に整備の進捗を図ります。 

また、雨水管渠の整備については、「雨水管理総合計画」に基づき、市内における総

合的な治水対策の一環として、南四合雨水幹線や飯寺１号雨水幹線等の整備を計画的

に進め、未整備区域の住吉地区等における浸水被害軽減を図ります。 

 

②浄化槽  

個別生活排水事業における浄化槽の整備については、令和５年度決算において「生活

排水処理基本計画」に定める計画基数に対する整備率が 27.41％となっていることから、

引き続き浄化槽の整備の進捗を図っていきます。 

なお、令和４年度より設置地域の排水基準に応じて、「高度処理型」から「通常型」

へと浄化槽設備を転換することで建設費の縮減に取り組んでいることから、今後にお

いても、引き続き排水基準に適した浄化槽設備の整備を継続していきます。 

 

（３）下水道施設の長寿命化の推進 

①処理場 

本市の処理場は、下水浄化工場で昭和 57 年の供用開始から 42 年を経過するなど、

設備の老朽化が進行しつつあります。このため、平成 25 年度より処理場設備の長寿命

化工事（更新等）に取り組むとともに、令和元年度からは民間活力を活用し、公共下水

道事業及び農業集落排水事業の処理場等に関して包括的運転管理を委託することで、

施設の適切な維持管理を行っています。 

今後においても、引き続き委託による適切な維持管理を行うとともに、公共下水道事

業においては、「処理場ストックマネジメント計画」に基づき、計画的に処理場設備の

長寿命化(更新等)を推進していきます。また、農業集落排水事業においては、「農業集

落排水処理施設最適整備構想」に基づき、処理場における処理の効率化や維持管理費の

低減を図るため、令和８年度からの処理場統合に向けて、引き続き管路の布設や処理場

設備の機能強化(更新等)による施設規模の最適化に取り組んでいきます。 

 

②管渠  

汚水管渠については、公共下水道事業において整備開始から 52 年が経過し、管路施

設の老朽化が進行しつつあることから、平成 28 年度より管路施設の巡視・点検による

調査を継続的に実施しており、異常箇所の把握や部分補修等を行うとともに、第１期の

長寿命化工事(管更生等)に取り組んできました。 

今後においても、引き続き管路施設の調査に基づき計画的に修繕等を実施するとと

もに、「管路ストックマネジメント計画」に基づき、第２期事業として令和 14 年度にか

けて東山町及び居合町を中心に長寿命化工事(管更生等)に取り組み、事故等の未然防

止とライフサイクルコストの低減を図っていきます。 

また、管路施設の適切な維持管理が重要性を増していく一方、これを担う技術職員の

慢性的な不足等による技術継承等が課題となっていることから、今後の予防保全型維

持管理体制の強化等を図っていくため、ウォーターPPP を含めた官民連携による下水道
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管路施設の包括的民間委託の導入について検討していきます。 

 

③浄化槽  

浄化槽については、個別生活排水事業における新規整備等に伴い基数が増加すると

ともに、設備の老朽化が進みつつあります。また、電気料金の急激な高騰を始めとする

物価高騰等により維持管理費が増加しており、事業経営に影響を及ぼしています。 

このため、効率的な事業執行により維持管理費の抑制を図りつつ、引き続き保守点検

等の適切な維持管理に努めるとともに、計画的な修繕等の実施により浄化槽設備の長

寿命化を図っていきます。 

 

（４）ＧⅩ・脱炭素化への対応と下水道資産の活用 

国が掲げる「ＧＸ(グリーントランスフォーメーション)」や「グリーンイノベーショ

ン下水道」を推進していくためには、施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーの活

用等により温室効果ガスを削減していく必要があります。 

本市では、公共下水道事業において下水浄化工場へ消化ガス発電設備を導入すると

ともに、公共下水道事業の長寿命化や農業集落排水事業の最適化における省エネル

ギー型設備への改築更新により、下水道施設の省エネルギー化を図っています。今後に

おいては、従来の取組に加え、消化ガス発電設備の増設など、カーボンニュートラルに

向けた温室効果ガスの削減に貢献できるよう、下水道が有する資源・資産を一層活用す

る事業手法について検討していきます。 

また、下水汚泥については、民間事業者等による肥料生産に活用していますが、一部

は焼却・埋立て処分を行っている状況にあります。今後は、未利用地の利活用と合わせ、

研究機関や各種団体等との連携、民間活力の活用など、様々な手法について幅広く検討

を行い、下水汚泥のさらなる利用拡大を目指していきます。 

 

（５）普及活動の強化 

公共下水道事業の水洗化率は年々上昇しているものの、近年は整備済みの地域で人

口減少が進行し、水洗化済人口の伸びが鈍化しています。また、農業集落排水事業にお

いては、経済的要因や少子高齢化等を背景に新規接続件数が少なく、水洗化率は類似団

体平均値を下回る状況にあります。 

事業を持続的に経営していくためには、安定した財源として下水道使用料を確保し

ていく必要があることから、下水道の利用が低い地域の状況を見極め、引き続き未接続

者への戸別訪問、法人事業所や大型店舗、集合住宅所有者等への接続要請等により積極

的な普及活動を行うとともに、個別事情に応じた融資あっせん制度の紹介、新規整備予

定地域に対する事前周知や訪問などにも取り組みながら、普及活動の強化を図ります。 

また、広報誌や出前講座、各種イベント等を通じた啓発活動により、下水道への理解

や関心を高めていきます。 
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６ 投資・財政計画 

（１）投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

①収支計画のうちの投資についての説明 

汚水管渠の整備については、公共下水道事業において、「公共下水道事業認可計画」

に基づき、未普及地区の解消を目標に、国からの補助金等を活用しながら、計画的に整

備を進めるものとしています。 

管路施設の長寿命化については、公共下水道事業において、「管路ストックマネジメ

ント計画」に基づき、国からの補助金等を活用しながら、緊急度の高い管路を優先して

管更生等の工事を計画的に進めるものとしています。 

処理場の長寿命化については、公共下水道事業において、「処理場ストックマネジメ

ント計画」に基づき、国からの補助金等を活用しながら、優先順位の高い設備から更新

等を行うものとして計画しています。また、農業集落排水事業においては、「農業集落

排水処理施設最適整備構想」に基づき、国からの補助金等を活用しながら、令和８年度

からの処理場統合に向けて、管路の布設、処理場設備の機能強化(更新等)等に取り組む

ものとしています。 

また、雨水管渠の整備については、公共下水道事業において、「雨水管理総合計画」

に基づき、市内における総合的な治水対策の一環として、国からの補助金等を活用しな

がら、計画的に雨水幹線の整備を行うものとしています。 

以上の内容から経営戦略計画期間（令和７年度から令和 16 年度）の建設改良費につ

きましては、以下の図に示すとおり、年平均で約 16 億円を見込んでおります。 

 

 

※R2～R5 は決算値、R6 は当初予算値、R7～計画値。 
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②収支計画のうち財源についての説明 

ア 下水道使用料の見通しに関する事項 

下水道使用料については、新規整備等に伴う一定の有収水量の増加を見込む一方、人

口減少や少子高齢化、物価高騰等の社会経済情勢の変化等に伴い、一般家庭等の小口使

用者を中心に使用水量の減少が上回り、今後は全体として減少傾向で推移するものと

見込んでおります。また、浴場汚水及び温泉汚水については、社会経済情勢の変化や景

気動向等による影響が大きく、長期的な推計が困難であるため、現況を基本に推移する

ものとして見込まれます。 

 

イ 繰入金に関する事項 

下水道使用料は減少傾向にあるものの、企業債償還金が減少していくことから、計画

期間内は大幅な収支不足が生じない見込です。一般会計からの繰入金については、公共

下水道事業においては繰出基準に基づく所要額を繰り入れるものとして計画していま

すが、農業集落排水事業と個別生活排水事業においては、農村部や市街化調整区域等の

人口密度が低い地域を対象としているため、操出基準に基づかない繰入金が必要な事

業となっていることから、財政当局との協議を踏まえて精査していきます。 

なお、経営戦略計画期間（令和７年度から令和 16 年度）の繰入額については、以下

の図に示す通り、概ね同額の約 10 憶円で推移していくと見込んでおります。内訳とし

て、公共下水道事業では、ほぼ横ばいの推移を見込んでおります。また、農業集落排水

事業では、整備が完了すると共に、処理場の統合による維持管理費の減を見込んでいる

ことから、繰入額が徐々に減少していくものの、個別生活排水事業では、管理基数の増

加や物価上昇に伴う維持管理費の増加に伴い、結果として繰入額が増加していくと見

込んでおります。 

 

※R2～R5 は決算値、R6 は当初予算値、R7～計画値。 

 

 

 

 

-22-



 

 

ウ 企業債に関する事項 

各年度の新規企業債発行額を元金償還額以下として抑える取組を行っていることに

より、企業債残高は以下の図のとおり今後も減少していくものと見込まれます。 

 

 

※R2～R5 は決算値、R6 は当初予算値、R7～計画値。 

 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

 

ア 職員給与費に関する事項 

 計画期間中は現在の人員を維持するものとし、令和６年１月１日現在と同数として

います。費用については、令和６年度当初予算計上額と同水準としています。 

 

イ 動力費に関する事項 

個別生活排水事業においては、浄化槽設備の維持管理に係る動力費について、電気料

金の推移や管理基数の増加等を踏まえた費用を見込んでいます。 

なお、公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、令和元年度より処理場等の

運転管理業務を包括的に民間事業者へ委託していることから、動力費は委託料に包含

されています。 

 

ウ 薬品費に関する事項 

公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、令和元年度より処理場等の運転

管理業務を包括的に民間事業者へ委託していることから、薬品費は委託料に包含され

ています。 

 

エ 修繕費に関する事項 

公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、修繕計画に基づき大規模修繕が

必要な施設を計上するとともに、緊急修繕に係る費用を一定額確保するものとして見
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込んでいます。また、個別生活排水事業においては、管理基数の増加や設備の老朽化等

を踏まえ、緊急修繕に係る費用を一定額確保するものとして見込んでいます。 

 

オ 委託費に関する事項 

現行の委託方式を基本として、今後の労務単価や物価の上昇を踏まえた費用を見込

んでいます。 

なお、公共下水道事業及び農業集落排水事業においては、処理場等の包括的運転管理

業務委託に薬品費や動力費を包含していることから、消化ガス発電の活用による電力

使用量の抑制を勘案して費用を見込んでいます。 

 

カ 支払利息に関する事項 

計画期間内の企業債の新規発行分に係る利子償還額について、年利２％での借入を

見込んだ金額を計上しています。 

 

 

（２）投資・財政計画 

巻末資料（別添２）投資・財政計画一覧のとおり。 

 

   

 

（３）投資・財政計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

①下水道使用料の改定に関する事項 

投資・財政計画において収支均衡が図られ、公共下水道事業における経費回収率も

100％を維持できる見込みであることから、計画期間内における下水道使用料の改定は

想定しておりませんが、今後の見通しにおいては物価の上昇や、施設の老朽化等による

維持管理経費の増加に加え、人口減少等による使用料収入の減少も見込まれることか

ら、引き続き投資の合理化・経費削減を図りつつ、毎年度の決算時に、下水道使用料の

水準が適正であるかの検証を行っていきます。 

 

②管路施設包括的管理業務委託の導入 

現在、職員が行っている管路施設の維持管理等に関して、ウォーターPPP を含めた官

民連携による下水道管路施設の包括的民間委託の導入を検討していますが、今回の投

資・財政計画には反映されていません。導入に伴い職員人件費や委託料等に変動が生じ

る場合、計画の見直しに合わせて反映する予定です。 
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７ 経営戦略の事後検証 

（１）進捗管理(モニタリング)や見直し(ローリング)について 

経営戦略の推進にあたっては、目標の達成状況を定期的・定量的に検証・評価し、実

施手法の改善や計画の見直し等に反映させていく必要があります。 

進捗管理（モニタリング）は、毎年度、計画（Plan）、実施(Do)、検証及び評価(Check)、

改善及び見直し(Action)の一連のＰＤＣＡサイクルにより行います。 

また、５年を目途に見直し（ローリング）を実施し、特に目標として設定する事後検

証指標について、達成状況を検証及び評価し、改善策の実施や計画の見直しを行いま

す。 

なお、「投資・財政計画」に定める計画値と事業の実績値に著しい乖離が生じる場合、

事業の経営状況に大きな変化が生じる場合は随時見直しを行うこととします。 

 

（２）事後検証指標 

指標 事業 
令和５年度 

（実績） 

令和 11 年度 

（計画） 

令和 16 年度 

（計画） 

経常収支比率 

公 共 下 水 道 106.06％ 100.17％ 100.17％ 

農業集落排水 105.09％ 100.67％ 100.64％ 

個別生活排水 113.43％ 100.01％ 100.01％ 

経 費 回 収 率 

公 共 下 水 道 100.00％ 102.46％ 100.33％ 

農業集落排水 72.76％ 43.11％ 37.96％ 

個別生活排水 29.01％ 18.39％ 15.61％ 

使 用 料 単 価 

公 共 下 水 道 184.11 円 184.59 円 185.41 円 

農業集落排水 170.73 円 168.86 円 169.35 円 

個別生活排水 150.93 円 147.70 円 145.57 円 

汚水処理原価 

公 共 下 水 道 184.11 円 180.16 円 184.80 円 

農業集落排水 234.65 円 391.68 円 446.15 円 

個別生活排水 520.31 円 803.08 円 932.63 円 

※農業集落排水事業と個別生活排水事業について、農村部や市街化調整区域等の人口

密度が低い地域を対象としているため、操出基準に基づかない繰入金が必要な事業と

なっていることから経費回収率が 100％を下回る見込みです。 
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８ その他 

（１）経営指標の解説 

①経常収支比率（％） 

算出式：経常収益÷経常費用×100 

この指標は、当該年度において使用料収入等の収益で、維持管理費等の費用をどの

程度賄えているかを示します。 

100％以上となっている場合、単年度の収支が黒字であることを示します。100％未

満の場合、単年度の収支が赤字であることを示し、経営改善に向けた取組が必要とな

ります。 

②流動比率（％） 

算出式：流動資産÷流動負債×100 

この指標は、短期的な債務に対する支払能力を表します。 

100％以上となっている場合、１年以内に支払うべき債務に対して、それ以上の現

金等を有していることを示します。100％未満の場合、短期的な支払能力が十分に備

わっていないことを示し、支払能力を向上させるための経営改善を図る必要があり

ます。 

 

③企業債残高対事業規模比率（％） 

算出式：（企業債現在高－一般会計負担分） 

 ÷（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100 

この指標は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表

します。 

明確な数値の基準はないものの、値が小さいほど企業債の負担割合が小さいこと

を示します。経年比較や類似団体との比較等により、自団体が置かれている状況を把

握・分析するために用います。 

 

④経費回収率（％） 

算出式：使用料単価÷汚水処理原価×100 

この指標は、使用料で回収すべき経費を、使用料でどの程度賄えているかを表し、

料金水準を評価することができます。 

100％以上となっている場合、使用料で回収すべき経費をすべて賄えていることを

示します。100％を下回っている場合、汚水処理費用が使用料以外の収入で賄われて

いることを示し、適正な使用料収入の確保や汚水処理費の削減が必要となります。 

 

⑤汚水処理原価（円） 

算出式：汚水処理費用（公費負担分を除く）÷年間有収水量 

この指標は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚

水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表します。 
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明確な数値の基準はないものの、値が小さいほど汚水処理に係るコストが低いこ

とを示します。経年比較や類似団体との比較等により、自団体が置かれている状況を

把握・分析するために用います。 

 

⑥有形固定資産減価償却率（％） 

算出式：有形固定資産減価償却累計額 

÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100 

この指標は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却費がどの程度進んでい

るかを表し、資産の老朽化度合を示します。 

明確な数値の基準はないものの、値が 100％に近いほど、保有資産が法定耐用年数

に近づいていることを示しており、将来の施設の改築・更新等が考えられるものです。

経年比較や類似団体との比較等により、自団体が置かれている状況を把握・分析する

ために用います。 

 

⑦管渠老朽化率（％） 

算出式：法定耐用年数を経過した管路延長÷管路総延長×100 

この指標は、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を表し、管渠の老朽化の状況

を示します。 

明確な数値の基準はないものの、値が大きいほど管渠の老朽化が進んでいる可能

性が高いことを示しており、将来の管渠の改築・更新等が考えられるものです。経年

比較や類似団体との比較等により、自団体が置かれている状況を把握・分析するため

に用います。 

 

⑧水洗化率（％） 

算出式：現在水洗化済人口÷現在処理区域内人口×100 

この指標は、処理区域内人口のうち水洗便所設置により汚水処理をしている人口

の割合を表します。 

100％を下回っている場合、公共用水域の水質保全や使用料収入の確保を図るため

の取組が必要となるものです。 

 

⑨施設利用率（％） 

算出式：晴天時１日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100 

この指標は、一日に対応可能な処理能力に対する一日平均処理水量の割合であり、

施設の利用状況や適正規模を判断するものです。 

明確な数値の基準はないものの、一般的に高い値となっていることが望まれます。

低い値となっている場合、施設・設備が過大となっていないか、経年比較や類似団体

との比較等により、自団体が置かれている状況を把握・分析する必要があります。 
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-
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②
累

積
欠

損
金

比
率

(％
)

③
流

動
比

率
(％

)
④

企
業
債
残

高
対
事
業

規
模
比
率

(％
)

⑤
経

費
回

収
率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価

(円
)

⑦
施

設
利

用
率

(
％

)
⑧

水
洗
化
率

(％
)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(％
)

②
管

渠
老

朽
化

率
(％

)
③

管
渠
改
善

率
(
％
)

【
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6
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1】
【
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1
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【
73

.
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】
【
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2
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【
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.
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】
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.
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①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
低

い
状

況
に

あ
る

が
、

資
産

の
経

過
年

数
が

令
和

2
年

度
の

地
方

公
営

企
業

法
適

用
か

ら
と

な
っ

て
い

る
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

②
管

渠
老

朽
化

率
及

び
③

管
渠

改
善

率
は

、
平

成
2
7
年

度
に

整
備

が
完

了
し

、
管

渠
の

経
過

年
数

が
3
0
年

未
満

で
あ

る
た

め
、

現
時

点
で

は
管

渠
の

更
新

・
改

良
等

が
生

じ
て

い
な

い
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

本
市

の
農

業
集

落
排

水
処

理
事

業
は

、
整

備
計

画
に

基
づ

き
、

平
成

2
7
年

度
に

事
業

を
完

了
し

た
が

、
農

村
地

域
の

環
境

保
全

等
を

目
的

と
し

た
事

業
で

あ
る

た
め

、
使

用
料

収
入

の
み

で
汚

水
処

理
経

費
を

回
収

す
る

こ
と

は
困

難
な

状
況

に
あ

る
。

特
に

、
人

口
減

少
等

に
伴

い
、

有
収

水
量

及
び

使
用

料
収

入
が

減
少

傾
向

に
あ

り
、

今
後

も
段

階
的

に
減

少
し

て
い

く
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
。

そ
の

た
め

、
引

き
続

き
安

定
し

た
経

営
を

行
っ

て
い

く
た

め
に

は
、

今
後

も
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
が

必
要

で
あ

る
。

ま
た

、
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

て
施

設
利

用
率

や
水

洗
化

率
の

低
さ

が
課

題
と

な
っ

て
お

り
、

今
後

の
維

持
管

理
費

や
更

新
投

資
を

低
減

す
る

た
め

、
令

和
3
年

度
よ

り
施

設
統

合
に

着
手

し
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
規

模
の

適
正

化
を

図
っ

て
い

く
予

定
で

あ
る

。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

4
,
1
6
8

4
.
1
7

9
9
9
.
5
2

【
】

令
和

4
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経

常
収

支
比

率
は

、
類

似
団

体
平

均
値

を
下

回
っ

て
お

り
、

収
益

的
収

入
に

占
め

る
使

用
料

収
入

の
割

合
が

低
い

こ
と

が
課

題
で

あ
る

。
③

流
動

比
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
た

も
の

の
、

未
収

金
の

一
時

的
な

増
加

が
主

た
る

要
因

で
あ

り
、

人
口

減
少

等
に

伴
い

使
用

料
収

入
が

減
少

傾
向

に
あ

る
た

め
、

今
後

も
経

費
抑

制
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

④
企

業
債

残
高

対
事

業
規

模
比

率
は

、
一

般
会

計
が

企
業

債
を

負
担

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
た

め
0
％

だ
が

、
事

業
の

性
質

上
、

使
用

料
収

入
の

割
合

が
低

い
こ

と
が

課
題

で
あ

る
。

⑤
経

費
回

収
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
て

い
る

が
、

公
共

下
水

道
事

業
と

同
一

の
料

金
体

系
を

採
用

し
て

い
る

た
め

、
使

用
料

収
入

だ
け

で
は

汚
水

処
理

に
要

す
る

経
費

を
回

収
す

る
こ

と
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

下
回

っ
た

が
、

人
口

減
少

等
に

伴
い

有
収

水
量

が
減

少
傾

向
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
汚

水
処

理
費

の
低

減
に

向
け

、
令

和
3
年

度
よ

り
施

設
統

合
に

着
手

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
⑦

施
設

利
用

率
は

、
類

似
団

体
平

均
値

を
大

き
く

下
回

っ
て

い
る

が
、

人
口

減
少

や
施

設
老

朽
化

に
対

応
し

、
令

和
3
年

度
よ

り
施

設
統

合
に

着
手

し
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
将

来
的

に
指

数
の

改
善

が
見

込
ま

れ
る

。
⑧

水
洗

化
率

は
、

区
域

内
に

個
人

で
設

置
し

た
浄

化
槽

を
使

用
し

て
い

る
家

庭
が

多
く

、
人

口
減

少
や

少
子

高
齢

化
の

進
行

の
影

響
も

あ
り

、
下

水
道

へ
の

切
り

替
え

が
進

ま
な

い
状

況
に

あ
る

。
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金
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(
％
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-
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7
.
5
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3
.
6
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.
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4

2
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6
0
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本

構
成

比
率

(
％
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及
率

(
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)
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収
率
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)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
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1
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0
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.
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積
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3
0.

6
4

3
0.

0
6

平
均
値

-
-

5
4.

8
3

6
6.

5
3

5
2.

3
5

0
.0

0

1
0.

0
0

2
0.

0
0

3
0.

0
0

4
0.

0
0

5
0.

0
0

6
0.

0
0

7
0.

0
0

8
0.

0
0

9
0.

0
0

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

7
0.
8
8

7
1.
3
4

7
2.
7
9

平
均
値

-
-

8
4.
7
0

8
4.
6
7

8
4.
3
9

②
累

積
欠

損
金

比
率

(％
)

③
流

動
比
率

(％
)

④
企

業
債

残
高
対

事
業

規
模

比
率

(％
)

⑤
経

費
回
収

率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価

(円
)

⑦
施

設
利

用
率

(
％
)

⑧
水
洗

化
率

(％
)

①
有

形
固

定
資

産
減
価

償
却

率
(％

)
②

管
渠
老

朽
化

率
(％

)
③

管
渠
改

善
率

(
％

)

【
10
3
.6
1】

【
13

3
.6
2】

【
36

.
94

】
【

80
9
.1
9】

【
87
.
30
】

【
52

.
55

】
【

27
3
.6
8】

【
57
.
02
】

【
27
.
11
】

【
0.

0
0】

【
0.
0
2】
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①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
低

い
状

況
に

あ
る

が
、

資
産

の
経

過
年

数
が

令
和

2
年

度
の

地
方

公
営

企
業

法
適

用
か

ら
と

な
っ

て
い

る
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

本
市

の
特

定
地

域
生

活
排

水
処

理
事

業
は

、
市

街
化

区
域

や
農

村
地

域
以

外
の

地
域

で
の

「
環

境
保

全
・

衛
生

的
な

生
活

の
確

保
」

を
目

的
に

浄
化

槽
を

整
備

す
る

事
業

で
あ

る
。

浄
化

槽
の

規
模

は
延

床
面

積
に

よ
り

決
定

さ
れ

る
が

、
本

事
業

が
対

象
と

す
る

地
域

は
延

床
面

積
の

広
い

一
般

家
庭

が
多

い
。

浄
化

槽
の

処
理

能
力

に
対

し
て

一
世

帯
あ

た
り

の
使

用
人

数
が

少
な

く
、

使
用

水
量

が
処

理
能

力
を

下
回

る
た

め
、

施
設

利
用

率
も

低
く

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
有

収
水

量
や

使
用

料
収

入
が

前
年

度
を

下
回

る
一

方
、

浄
化

槽
の

維
持

管
理

に
係

る
経

費
は

設
備

の
老

朽
化

や
物

価
上

昇
等

に
よ

り
増

加
傾

向
に

あ
り

、
使

用
料

収
入

だ
け

で
安

定
し

た
経

営
を

行
う

こ
と

は
困

難
な

状
況

に
あ

る
た

め
、

引
き

続
き

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

が
必

要
で

あ
る

。
な

お
、

令
和

3
年

度
よ

り
浄

化
槽

の
仕

様
見

直
し

に
よ

る
コ

ス
ト

縮
減

の
取

組
み

を
行

っ
て

い
る

。

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

3
,
6
9
8

8
.
4
9

4
3
5
.
5
7

【
】

令
和

4
年

度
全

国
平

均

処
理

区
域

面
積

(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経

営
収

支
比

率
は

、
類

似
団

体
平

均
値

を
上

回
っ

て
い

る
も

の
の

、
使

用
料

収
入

に
つ

い
て

人
口

減
少

に
伴

う
減

少
等

に
よ

り
前

年
度

を
下

回
る

な
ど

厳
し

い
状

況
に

あ
り

、
収

入
の

多
く

を
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
で

賄
っ

て
い

る
現

状
に

あ
る

。
③

流
動

比
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

下
回

っ
て

お
り

、
今

後
も

企
業

債
償

還
額

の
増

加
が

見
込

ま
れ

る
た

め
、

注
意

が
必

要
で

あ
る

。
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
、

一
般

会
計

が
企

業
債

を
負

担
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

た
め

0
％

だ
が

、
事

業
の

性
質

上
、

使
用

料
収

入
の

割
合

が
低

い
こ

と
が

課
題

で
あ

る
。

⑤
経

費
回

収
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

下
回

っ
て

い
る

が
、

公
共

下
水

道
事

業
と

同
一

の
料

金
体

系
を

採
用

し
て

い
る

た
め

、
使

用
料

収
入

だ
け

で
は

汚
水

処
理

に
要

す
る

経
費

を
回

収
す

る
こ

と
が

困
難

な
状

況
に

あ
る

。
⑥

汚
水

処
理

原
価

は
、

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
て

お
り

、
設

備
の

老
朽

化
や

物
価

上
昇

等
に

伴
い

汚
水

処
理

費
が

増
加

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
維

持
管

理
費

の
抑

制
が

課
題

と
な

っ
て

い
る

。
⑦

施
設

利
用

率
は

、
延

床
面

積
に

基
づ

き
決

定
さ

れ
る

浄
化

槽
の

処
理

能
力

に
対

し
、

一
世

帯
あ

た
り

の
使

用
水

量
が

少
な

い
た

め
、

稼
働

率
が

低
く

な
っ

て
い

る
。

⑧
水

洗
化

率
は

、
浄

化
槽

の
整

備
に

際
し

て
遅

延
な

く
排

水
設

備
を

設
置

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
制

度
で

あ
る

た
め

、
1
0
0
％

と
な

っ
て

い
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
3
1
.
2
5

3
.
2
7

1
0
0
.
0
0

2
,
8
6
0

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

1
1
4
,
2
0
0

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)

3
8
2
.
9
7

2
9
8
.
2
0

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
特

定
地

域
生

活
排

水
処

理
K
2

自
治

体
職

員

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

4
年

度
決

算
）

福
島

県
　

会
津

若
松

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0
.0

0

0
.1

0

0
.2

0

0
.3

0

0
.4

0

0
.5

0

0
.6

0

0
.7

0

0
.8

0

0
.9

0

1
.0

0

H
30

R
01

R
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R
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R
04

当
該
値

-
-

-
-

-

平
均
値

-
-

-
-

-

0
.0

0

2
0.

0
0

4
0.

0
0

6
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0
0

8
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0
0

1
00

.
00

1
20

.
00

H
30

R
01

R
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R
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R
04

当
該
値

-
-

1
01
.
48

1
05
.
85

1
08
.
63

平
均
値

-
-

9
9.
0
3

1
00
.
41

1
00
.
17

0
.0

0

5
.0

0

1
0.

0
0

1
5.

0
0

2
0.

0
0

2
5.

0
0

3
0.

0
0

H
30

R
01

R
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R
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R
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当
該
値

-
-

4
.4
2

8
.5
6

1
2.
6
3

平
均
値

-
-

1
5.
7
4

2
1.
0
2

2
4.
3
1

0
.0

0

0
.1

0

0
.2

0

0
.3

0

0
.4

0

0
.5

0

0
.6

0

0
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0

0
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0

0
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0

1
.0

0

H
30

R
01

R
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R
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R
04

当
該
値

-
-

-
-

-

平
均
値

-
-

-
-

-

①
経

常
収

支
比
率

(％
)

0
.0
0

1
0.
0
0

2
0.
0
0

3
0.
0
0

4
0.
0
0

5
0.
0
0

6
0.
0
0

7
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0
0

8
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0
0

9
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0
0

1
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.
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H
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R
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R
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当
該
値

-
-

0
.0

0
0
.0

0
0
.0

0

平
均
値

-
-

7
4.

2
4

8
3.

9
2

8
9.

3
1

0
.0

0

2
0.

0
0

4
0.

0
0

6
0.

0
0

8
0.

0
0

1
00

.
00

1
20

.
00

1
40

.
00

1
60

.
00

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

1
04

.
63

1
08

.
04

1
16

.
51

平
均
値

-
-

1
00

.
47

1
22

.
71

1
38

.
20

0
.0

0

5
0.

0
0

1
00

.
00

1
50

.
00

2
00

.
00

2
50

.
00

3
00

.
00

3
50

.
00

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

0
.0
0

0
.0
0

0
.0
0

平
均
値

-
-

2
94
.
27

2
94
.
09

2
94
.
09

0
.0

0

1
0.

0
0

2
0.

0
0

3
0.

0
0

4
0.

0
0

5
0.

0
0

6
0.

0
0

7
0.

0
0

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

3
3.
9
0

3
0.
2
0

2
8.
6
8

平
均
値

-
-

6
0.
5
9

6
0.
0
0

5
9.
0
1

0
.0
0

1
00
.
00

2
00
.
00

3
00
.
00

4
00
.
00

5
00
.
00

6
00
.
00

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

4
48

.
20

5
02

.
89

5
28

.
60

平
均
値

-
-

2
80

.
23

2
82

.
71

2
91

.
82

0
.0

0

1
0.

0
0

2
0.

0
0

3
0.

0
0

4
0.

0
0

5
0.

0
0

6
0.

0
0

7
0.

0
0

8
0.

0
0

9
0.

0
0

1
00

.
00

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

5
0.

6
3

4
9.

9
7

4
8.

8
2

平
均
値

-
-

5
8.

1
9

5
6.

5
2

8
8.

4
5

0
.0

0

2
0.

0
0

4
0.

0
0

6
0.

0
0

8
0.

0
0

1
00

.
00

1
20

.
00

H
30

R
01

R
02

R
03

R
04

当
該
値

-
-

1
00
.
00

1
00
.
00

1
00
.
00

平
均
値

-
-

8
7.
8
0

8
8.
4
3

9
0.
3
4

②
累

積
欠

損
金

比
率

(％
)

③
流

動
比
率

(％
)

④
企

業
債

残
高
対

事
業

規
模

比
率

(％
)

⑤
経

費
回
収

率
(
％

)
⑥

汚
水

処
理

原
価

(円
)

⑦
施

設
利

用
率

(
％
)

⑧
水
洗

化
率

(％
)

①
有

形
固

定
資

産
減
価

償
却

率
(％

)
②

管
渠
老

朽
化

率
(％

)
③

管
渠
改

善
率

(
％

)

【
10
0
.4
2】

【
82

.
66
】

【
14

0
.1
5】

【
30
7
.3
9】

【
86
.
02
】

【
84

.
27

】
【

29
4
.8
3】

【
57
.
03
】

【
22
.
91
】

【
-】

【
-】
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
公

共
下

水
道

事
業

】

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
,6

0
6
,0

9
9

1
,6

0
9
,2

9
3

1
,5

9
4
,8

8
1

1
,5

8
9
,2

3
4

1
,6

3
0
,4

6
0

1
,5

9
6
,7

2
8

1
,5

9
6
,2

6
5

1
,5

9
7
,4

9
3

1
,6

0
0
,2

8
9

1
,6

0
9
,5

2
3

1
,6

1
3
,0

8
6

1
,6

1
9
,1

3
0

1
,6

1
6
,5

2
3

1
,6

1
1
,9

9
1

1
,6

1
7
,1

3
9

(1
)

1
,5

0
5
,0

2
6

1
,5

1
7
,5

4
1

1
,5

1
5
,8

3
4

1
,4

9
9
,3

2
4

1
,5

1
7
,3

9
8

1
,4

8
1
,5

4
1

1
,4

8
4
,8

9
8

1
,4

8
3
,1

5
8

1
,4

8
1
,4

2
2

1
,4

7
9
,6

8
9

1
,4

7
7
,9

5
9

1
,4

7
6
,2

3
3

1
,4

7
4
,5

1
0

1
,4

7
2
,7

9
1

1
,4

7
1
,0

7
5

(2
)

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(3

)
1
0
1
,0

7
3

9
1
,7

5
2

7
9
,0

4
7

8
9
,9

1
0

1
1
3
,0

6
2

1
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9
1

1
,6

1
7
,1

3
9

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

令
和

2
年

度
(決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

長
期

前
受

金
戻

入

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

そ
の

他
収

入
計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費

雨
水

分
汚

水
分

営
業

外
費

用

流
動

資
産

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金

支
払

利
息

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

う
ち

未
払

金

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

他
会

計
負

担
金

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

そ
の

他
補

助
金

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

そ
の

他

営
業

外
収

益
補

助
金

他
会

計
補

助
金

雨
水

処
理

負
担

金
そ

の
他
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
公

共
下

水
道

事
業

】

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

5
1
1
,7

0
0

7
1
0
,6

0
0

5
7
9
,1

0
0

8
5
7
,3

0
0

8
6
8
,0

0
0

7
6
3
,2

0
0

7
7
0
,3

0
0

7
6
8
,6

0
0

7
6
8
,7

0
0

7
6
9
,9

0
0

7
8
2
,6

0
0

7
6
5
,7

0
0

7
6
3
,5

0
0

7
6
1
,2

0
0

7
5
3
,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

5
9
,5

0
1

5
3
,5

8
8

4
8
,2

3
1

4
0
,7

2
2

4
1
,4

6
6

4
2
,2

2
4

4
0
,1

4
2

3
8
,1

1
2

3
1
,0

6
1

2
9
,0

6
1

1
6
,6

5
7

1
3
,4

3
4

3
,0

3
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

６
．

2
0
2
,5

1
0

5
8
8
,8

4
1

4
0
5
,2

2
6

5
3
2
,6

5
4

5
2
9
,3

0
5

4
8
6
,2

9
6

4
9
1
,1

1
0

4
8
7
,2

1
0

4
9
0
,7

6
0

4
9
1
,4

6
0

4
8
1
,3

1
0

4
9
8
,8

6
0

4
9
8
,6

6
0

4
9
6
,1

1
0

4
8
8
,1

1
0

７
．

0
0

0
0

2
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

９
．

6
2
,3

5
5

4
7
,3

5
2

4
3
,6

8
9

3
8
,1

4
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

3
7
,1

1
6

(A
)

8
3
6
,0

6
6

1
,4

0
0
,3

8
1

1
,0

7
6
,2

4
6

1
,4

6
8
,8

2
2

1
,4

7
5
,9

1
4

1
,3

2
8
,8

3
6

1
,3

3
8
,6

6
8

1
,3

3
1
,0

3
8

1
,3

2
7
,6

3
7

1
,3

2
7
,5

3
7

1
,3

1
7
,6

8
3

1
,3

1
5
,1

1
0

1
,3

0
2
,3

0
6

1
,2

9
4
,4

2
6

1
,2

7
9
,1

2
6

(B
)

0
0

1
0
3
,7

6
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

8
3
6
,0

6
6

1
,4

0
0
,3

8
1

9
7
2
,4

8
2

1
,4

6
8
,8

2
2

1
,4

7
5
,9

1
4

1
,3

2
8
,8

3
6

1
,3

3
8
,6

6
8

1
,3

3
1
,0

3
8

1
,3

2
7
,6

3
7

1
,3

2
7
,5

3
7

1
,3

1
7
,6

8
3

1
,3

1
5
,1

1
0

1
,3

0
2
,3

0
6

1
,2

9
4
,4

2
6

1
,2

7
9
,1

2
6

１
．

7
5
9
,6

1
0

1
,4

5
1
,3

0
8

1
,0

0
1
,9

1
0

1
,6

7
2
,8

9
1

1
,5

7
6
,6

8
0

1
,4

0
0
,0

0
0

1
,4

0
6
,6

9
8

1
,4

0
0
,7

7
3

1
,4

0
4
,6

1
3

1
,4

0
6
,6

8
9

1
,4

0
9
,2

5
5

1
,4

0
9
,9

8
7

1
,4

0
7
,4

3
2

1
,4

0
2
,3

3
2

1
,3

8
6
,3

3
2

5
0
,5

7
2

4
8
,3

7
5

4
8
,1

0
4

4
8
,7

2
0

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

5
0
,1

5
3

２
．

1
,2

0
7
,0

1
7

1
,1

6
3
,1

6
3

1
,1

5
1
,6

1
5

1
,1

2
7
,1

7
0

1
,0

9
1
,9

5
2

1
,1

0
1
,0

8
7

1
,0

9
4
,4

2
8

1
,0

3
9
,3

9
9

1
,0

0
4
,3

0
1

1
,0

1
9
,3

5
8

9
2
1
,9

2
9

8
9
8
,3

1
8

8
1
3
,5

0
6

7
8
3
,8

2
8

7
3
8
,2

4
5

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

５
．

0
0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

8
,0

0
0

(D
)

1
,9

6
6
,6

2
7

2
,6

1
4
,4

7
1

2
,1

5
3
,5

2
5

2
,8

0
0
,0

6
1

2
,6

7
6
,6

3
2

2
,5

0
9
,0

8
7

2
,5

0
9
,1

2
6

2
,4

4
8
,1

7
2

2
,4

1
6
,9

1
4

2
,4

3
4
,0

4
7

2
,3

3
9
,1

8
4

2
,3

1
6
,3

0
5

2
,2

2
8
,9

3
8

2
,1

9
4
,1

6
0

2
,1

3
2
,5

7
7

(E
)

1
,1

3
0
,5

6
1

1
,2

1
4
,0

9
0

1
,1

8
1
,0

4
3

1
,3

3
1
,2

3
9

1
,2

0
0
,7

1
8

1
,1

8
0
,2

5
1

1
,1

7
0
,4

5
8

1
,1

1
7
,1

3
4

1
,0

8
9
,2

7
7

1
,1

0
6
,5

1
0

1
,0

2
1
,5

0
1

1
,0

0
1
,1

9
5

9
2
6
,6

3
2

8
9
9
,7

3
4

8
5
3
,4

5
1

１
．

9
7
5
,2

9
1

1
,1

4
7
,0

1
9

1
,0

5
6
,1

3
7

9
9
4
,9

9
6

9
8
6
,7

9
6

9
8
8
,1

0
8

1
,0

1
4
,9

8
4

1
,0

2
4
,9

3
7

1
,0

2
0
,5

1
2

1
,0

3
6
,7

1
1

9
4
9
,4

1
8

9
3
0
,3

4
8

8
5
5
,0

5
4

8
2
8
,1

1
2

7
8
2
,5

5
6

２
．

0
0

0
0

1
2
7
,2

4
1

1
2
3
,6

7
9

8
6
,6

4
9

2
3
,3

7
2

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
1
0
3
,7

6
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

1
5
5
,2

7
0

6
7
,0

7
1

1
2
4
,9

0
6

2
3
2
,4

7
9

8
6
,6

8
1

6
8
,4

6
4

6
8
,8

2
5

6
8
,8

2
5

6
8
,7

6
5

6
9
,7

9
9

7
2
,0

8
3

7
0
,8

4
7

7
1
,5

7
8

7
1
,6

2
2

7
0
,8

9
5

(F
)

1
,1

3
0
,5

6
1

1
,2

1
4
,0

9
0

1
,1

8
1
,0

4
3

1
,3

3
1
,2

3
9

1
,2

0
0
,7

1
8

1
,1

8
0
,2

5
1

1
,1

7
0
,4

5
8

1
,1

1
7
,1

3
4

1
,0

8
9
,2

7
7

1
,1

0
6
,5

1
0

1
,0

2
1
,5

0
1

1
,0

0
1
,1

9
5

9
2
6
,6

3
2

8
9
9
,7

3
4

8
5
3
,4

5
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(H
)

1
5
,4

6
6
,1

9
3

1
5
,0

1
3
,6

3
0

1
4
,4

4
1
,1

1
5

1
4
,1

7
1
,2

4
5

1
4
,0

5
0
,1

9
3

1
3
,7

1
2
,3

0
6

1
3
,3

8
8
,1

7
8

1
3
,1

1
7
,3

7
9

1
2
,8

8
1
,7

7
8

1
2
,6

3
2
,3

2
0

1
2
,4

9
2
,9

9
1

1
2
,3

6
0
,3

7
3

1
2
,3

1
0
,3

6
7

1
2
,2

8
7
,7

3
9

1
2
,3

0
3
,3

9
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

6
1
8
,0

3
0

5
3
6
,4

2
0

5
3
1
,1

4
4

4
7
0
,0

5
1

4
8
2
,0

5
2

5
0
4
,6

3
2

5
0
9
,5

8
2

4
7
1
,0

2
2

4
5
2
,1

6
5

4
6
4
,9

0
0

4
8
9
,7

4
9

4
8
3
,0

3
3

5
0
8
,9

4
3

5
0
3
,0

6
5

4
5
5
,3

4
3

5
9
0
,9

3
9

5
2
7
,7

9
4

5
2
2
,4

0
8

4
6
1
,0

2
3

4
7
3
,0

4
1

5
0
4
,6

3
2

5
0
9
,5

8
2

4
7
1
,0

2
2

4
5
2
,1

6
5

4
6
4
,9

0
0

4
8
9
,7

4
9

4
8
3
,0

3
3

5
0
8
,9

4
3

5
0
3
,0

6
5

4
5
5
,3

4
3

2
7
,0

9
1

8
,6

2
6

8
,7

3
6

9
,0

2
8

9
,0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
9
,5

0
1

5
3
,5

8
8

4
8
,2

3
1

4
0
,7

2
2

4
1
,4

6
6

4
2
,2

2
4

4
0
,1

4
2

3
8
,1

1
2

3
1
,0

6
1

2
9
,0

6
1

1
6
,6

5
7

1
3
,4

3
4

3
,0

3
0

0
0

5
9
,5

0
1

5
3
,5

8
8

4
8
,2

3
1

4
0
,7

2
2

4
1
,4

6
6

4
2
,2

2
4

4
0
,1

4
2

3
8
,1

1
2

3
1
,0

6
1

2
9
,0

6
1

1
6
,6

5
7

1
3
,4

3
4

3
,0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

6
7
7
,5

3
1

5
9
0
,0

0
8

5
7
9
,3

7
5

5
1
0
,7

7
3

5
2
3
,5

1
8

5
4
6
,8

5
6

5
4
9
,7

2
4

5
0
9
,1

3
4

4
8
3
,2

2
6

4
9
3
,9

6
1

5
0
6
,4

0
6

4
9
6
,4

6
7

5
1
1
,9

7
3

5
0
3
,0

6
5

4
5
5
,3

4
3

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

2
年

度
(決

算
）

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和
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,5

8
6

4
3
,4

3
9

4
3
,2

9
2

4
3
,1

4
5

4
2
,9

9
9

4
2
,8

5
4

4
2
,7

0
9

4
2
,5

6
5

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

2
年

度
(決

算
）

営
業

収
益

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

長
期

前
受

金
戻

入

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

他
会

計
負

担
金

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

そ
の

他

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

-33-



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
農

業
集

落
排

水
事

業
】

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

4
0
0

2
1
,5

0
0

7
5
,4

0
0

7
1
,2

0
0

6
4
,5

0
0

7
6
,2

0
0

2
1
,8

0
0

5
0
,3

0
0

3
3
,2

0
0

6
1
,2

0
0

1
8
,0

0
0

2
,8

0
0

2
,8

0
0

2
,8

0
0

2
,8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

２
．

5
2
,0

9
3

5
9
,9

1
9

6
8
,7

0
2

6
8
,5

0
4

6
1
,5

8
0

8
3
,8

4
3

5
4
,8

9
8

4
6
,4

6
4

3
0
,6

1
7

2
0
,3

8
1

1
1
,1

7
4

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

9
,7

5
9

9
,9

4
5

1
0
,1

3
5

1
0
,3

2
8

1
0
,5

2
6

1
0
,7

2
7

9
,7

4
6

9
,1

7
7

6
,2

2
9

5
,3

4
5

3
,0

1
7

1
,0

9
5

0
0

0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

６
．

0
2
3
,3

5
0

8
3
,5

0
0

7
9
,1

0
1

6
7
,5

0
0

9
4
,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

９
．

5
0

0
5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

(A
)

6
2
,3

0
2

1
1
4
,7

1
4

2
3
7
,7

8
7

2
2
9
,1

8
3

2
0
4
,1

5
6

2
6
4
,8

2
0

8
6
,4

9
4

1
0
5
,9

9
1

7
0
,0

9
6

8
6
,9

7
6

3
2
,2

4
1

3
,9

4
5

2
,8

5
0

2
,8

5
0

2
,8

5
0

(B
)

0
0

0
3
0
,1

6
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(C
)

6
2
,3

0
2

1
1
4
,7

1
4

2
3
7
,7

8
7

1
9
9
,0

1
5

2
0
4
,1

5
6

2
6
4
,8

2
0

8
6
,4

9
4

1
0
5
,9

9
1

7
0
,0

9
6

8
6
,9

7
6

3
2
,2

4
1

3
,9

4
5

2
,8

5
0

2
,8

5
0

2
,8

5
0

１
．

7
,3

6
3

5
4
,1

7
5

1
7
4
,5

0
0

1
3
2
,6

9
2

1
4
6
,6

8
3

2
0
0
,6

8
3

3
0
,6

8
3

6
0
,6

8
3

4
2
,6

8
3

7
2
,1

8
3

2
6
,6

8
3

1
0
,6

8
3

1
0
,6

8
3

1
0
,6

8
3

1
0
,6

8
3

5
,8

2
8

5
,3

7
8

6
,4

4
2

6
,6

3
4

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

7
,0

0
8

２
．

1
4
7
,0

4
6

1
5
1
,1

0
6

1
5
7
,3

2
6

1
5
9
,9

3
6

1
5
8
,4

7
3

1
5
7
,9

4
3

1
4
8
,8

5
8

1
3
9
,9

9
5

1
1
9
,8

7
8

1
1
0
,0

0
0

9
6
,8

4
0

9
0
,6

6
3

8
6
,0

2
4

8
0
,4

1
7

7
5
,9

7
9

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

５
．

0
0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

(D
)

1
5
4
,4

0
9

2
0
5
,2

8
1

3
3
1
,8

2
6

2
9
2
,6

2
8

3
0
6
,1

5
6

3
5
9
,6

2
6

1
8
0
,5

4
1

2
0
1
,6

7
8

1
6
3
,5

6
1

1
8
3
,1

8
3

1
2
4
,5

2
3

1
0
2
,3

4
6

9
7
,7

0
7

9
2
,1

0
0

8
7
,6

6
2

(E
)

9
2
,1

0
7

9
0
,5

6
7

9
4
,0

3
9

9
3
,6

1
3

1
0
2
,0

0
0

9
4
,8

0
6

9
4
,0

4
7

9
5
,6

8
7

9
3
,4

6
5

9
6
,2

0
7

9
2
,2

8
2

9
8
,4

0
1

9
4
,8

5
7

8
9
,2

5
0

8
4
,8

1
2

１
．

8
6
,0

2
1

8
9
,0

4
1

8
7
,1

7
5

8
5
,1

6
7

9
6
,4

0
4

8
6
,7

0
4

9
2
,7

6
4

9
1
,6

2
5

9
0
,7

7
1

9
0
,7

5
2

9
0
,7

5
1

9
8
,1

5
0

9
4
,5

0
6

8
8
,8

9
9

8
4
,4

6
1

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

6
,0

8
6

1
,5

2
6

6
,8

6
4

8
,4

4
6

5
,5

9
6

8
,1

0
2

1
,2

8
3

4
,0

6
2

2
,6

9
4

5
,4

5
5

1
,5

3
1

2
5
1

3
5
1

3
5
1

3
5
1

(F
)

9
2
,1

0
7

9
0
,5

6
7

9
4
,0

3
9

9
3
,6

1
3

1
0
2
,0

0
0

9
4
,8

0
6

9
4
,0

4
7

9
5
,6

8
7

9
3
,4

6
5

9
6
,2

0
7

9
2
,2

8
2

9
8
,4

0
1

9
4
,8

5
7

8
9
,2

5
0

8
4
,8

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(H
)

1
,7

9
3
,5

2
5

1
,6

6
3
,9

1
9

1
,5

8
1
,9

9
3

1
,4

9
3
,2

5
7

1
,4

2
2
,2

8
2

1
,3

4
0
,5

3
9

1
,2

1
3
,4

8
1

1
,1

2
3
,7

8
6

1
,0

3
7
,1

0
8

9
8
8
,3

0
8

9
0
9
,4

6
8

8
2
1
,6

0
5

7
3
8
,3

8
1

6
6
0
,7

6
4

5
8
7
,5

8
5

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

1
4
6
,9

8
6

1
4
5
,7

2
0

1
4
0
,2

1
1

1
3
9
,7

7
8

1
4
4
,8

2
1

1
2
8
,6

8
4

1
3
7
,1

7
3

1
3
9
,2

0
9

1
3
7
,2

6
3

1
3
6
,1

5
7

1
3
9
,2

9
7

1
4
9
,4

0
3

1
4
7
,8

8
9

1
4
6
,6

3
3

1
4
9
,1

9
7

9
3
,7

6
5

9
2
,0

0
4

8
6
,4

5
9

7
7
,4

5
0

7
9
,2

5
7

8
4
,2

8
4

8
7
,9

3
1

7
3
,4

0
2

7
3
,8

9
5

7
3
,1

9
8

7
3
,5

4
5

8
1
,7

9
0

8
1
,3

3
0

8
0
,3

9
5

7
9
,3

0
4

5
3
,2

2
1

5
3
,7

1
6

5
3
,7

5
2

6
2
,3

2
8

6
5
,5

6
4

4
4
,4

0
0

4
9
,2

4
2

6
5
,8

0
7

6
3
,3

6
8

6
2
,9

5
9

6
5
,7

5
2

6
7
,6

1
3

6
6
,5

5
9

6
6
,2

3
8

6
9
,8

9
3

6
1
,8

5
2

6
9
,8

6
4

7
8
,8

3
7

7
8
,8

3
2

7
2
,1

0
6

9
4
,5

7
0

6
4
,6

4
4

5
5
,6

4
1

3
6
,8

4
6

2
5
,7

2
6

1
4
,1

9
1

1
,0

9
5

0
0

0

9
,7

5
9

9
,9

4
5

1
0
,1

3
5

1
0
,3

2
8

1
0
,5

2
6

1
0
,7

2
7

9
,7

4
6

9
,1

7
7

6
,2

2
9

5
,3

4
5

3
,0

1
7

1
,0

9
5

0
0

0

5
2
,0

9
3

5
9
,9

1
9

6
8
,7

0
2

6
8
,5

0
4

6
1
,5

8
0

8
3
,8

4
3

5
4
,8

9
8

4
6
,4

6
4

3
0
,6

1
7

2
0
,3

8
1

1
1
,1

7
4

0
0

0
0

2
0
8
,8

3
8

2
1
5
,5

8
4

2
1
9
,0

4
8

2
1
8
,6

1
0

2
1
6
,9

2
7

2
2
3
,2

5
4

2
0
1
,8

1
7

1
9
4
,8

5
0

1
7
4
,1

0
9

1
6
1
,8

8
3

1
5
3
,4

8
8

1
5
0
,4

9
8

1
4
7
,8

8
9

1
4
6
,6

3
3

1
4
9
,1

9
7

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

資
本

的
収

支
分

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

2
年

度
(決

算
）

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

他
会

計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

2
年

度
(決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

計

そ
の

他

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

-34-



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
個

別
生

活
排

水
事

業
】

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

4
4
,3

2
8

4
4
,7

6
7

4
4
,6

3
0

4
4
,2

3
6

4
4
,3

9
2

4
4
,1

7
5

4
3
,9

5
9

4
3
,7

4
4

4
3
,5

3
0

4
3
,3

1
7

4
3
,1

0
5

4
2
,8

9
4

4
2
,6

8
4

4
2
,4

7
5

4
2
,2

6
7

(1
)

4
4
,3

0
6

4
4
,7

6
0

4
4
,6

2
3

4
4
,2

3
0

4
4
,3

8
6

4
4
,1

6
9

4
3
,9

5
3

4
3
,7

3
8

4
3
,5

2
4

4
3
,3

1
1

4
3
,0

9
9

4
2
,8

8
8

4
2
,6

7
8

4
2
,4

6
9

4
2
,2

6
1

(2
)

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(3

)
2
2

7
7

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

２
．

1
7
6
,9

9
8

2
0
7
,5

3
2

2
2
5
,3

0
7

2
3
6
,2

3
8

2
4
2
,3

6
8

2
5
3
,2

4
0

2
6
2
,5

2
3

2
7
1
,6

4
8

2
8
0
,8

0
3

2
9
0
,0

8
9

2
9
9
,4

0
1

3
0
7
,6

3
1

3
1
2
,6

9
5

3
1
7
,6

2
2

3
2
1
,4

9
4

(1
)

1
0
6
,9

8
3

1
3
4
,1

6
3

1
4
6
,8

4
7

1
5
7
,4

5
6

1
6
0
,4

1
9

1
6
7
,3

7
5

1
7
3
,4

8
5

1
7
9
,5

8
8

1
8
5
,8

7
7

1
9
2
,2

0
7

1
9
8
,9

3
9

2
0
5
,2

2
8

2
1
6
,1

7
8

2
2
2
,3

8
4

2
2
8
,5

2
0

1
0
6
,9

8
3

1
3
4
,1

6
3

1
4
6
,8

4
7

1
5
7
,4

5
6

1
6
0
,4

1
9

1
6
7
,3

7
5

1
7
3
,4

8
5

1
7
9
,5

8
8

1
8
5
,8

7
7

1
9
2
,2

0
7

1
9
8
,9

3
9

2
0
5
,2

2
8

2
1
6
,1

7
8

2
2
2
,3

8
4

2
2
8
,5

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(2

)
4
2
,8

4
4

4
5
,6

8
7

5
0
,3

4
3

5
0
,1

6
4

5
2
,5

7
6

5
5
,8

0
1

5
8
,3

4
6

6
0
,8

9
8

6
3
,2

5
4

6
5
,5

6
9

6
7
,5

3
7

6
9
,2

8
2

6
4
,5

1
6

6
4
,5

0
5

6
3
,9

4
1

(3
)

2
6
,8

3
0

2
7
,6

7
7

2
8
,0

7
9

2
8
,6

0
2

2
9
,3

5
8

3
0
,0

4
9

3
0
,6

7
7

3
1
,1

4
7

3
1
,6

5
7

3
2
,2

9
8

3
2
,9

1
0

3
3
,1

0
6

3
1
,9

8
6

3
0
,7

1
8

2
9
,0

1
8

(4
)

3
4
1

5
3
8

1
6

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

(C
)

2
2
1
,3

2
6

2
5
2
,2

9
9

2
6
9
,9

3
7

2
8
0
,4

7
4

2
8
6
,7

6
0

2
9
7
,4

1
5

3
0
6
,4

8
2

3
1
5
,3

9
2

3
2
4
,3

3
3

3
3
3
,4

0
6

3
4
2
,5

0
6

3
5
0
,5

2
5

3
5
5
,3

7
9

3
6
0
,0

9
7

3
6
3
,7

6
1

１
．

2
0
4
,9

3
4

2
2
5
,5

7
5

2
3
6
,0

4
5

2
3
5
,0

6
1

2
6
0
,0

7
8

2
6
9
,7

7
3

2
7
8
,2

6
3

2
8
6
,6

5
2

2
9
5
,1

7
5

3
0
3
,9

2
5

3
1
2
,7

8
4

3
2
0
,6

4
6

3
2
5
,4

2
8

3
3
0
,1

5
5

3
3
3
,8

7
9

(1
)

4
,9

8
5

8
,7

6
2

8
,6

8
7

8
,4

2
2

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

8
,7

5
7

3
,1

3
3

4
,6

8
8

4
,7

0
5

4
,9

0
9

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

4
,7

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
,8

5
2

4
,0

7
4

3
,9

8
2

3
,5

1
3

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

4
,0

2
7

(2
)

1
2
5
,9

1
6

1
3
9
,8

3
1

1
4
7
,3

0
8

1
4
4
,4

5
5

1
6
5
,1

0
9

1
7
1
,2

2
9

1
7
6
,7

1
5

1
8
2
,2

3
7

1
8
7
,8

5
3

1
9
3
,5

6
5

1
9
9
,4

3
6

2
0
5
,3

4
6

2
1
1
,3

5
9

2
1
7
,4

7
7

2
2
3
,7

6
2

1
6
,0

0
1

1
8
,0

3
1

2
0
,6

7
7

1
7
,9

9
6

2
3
,9

3
4

2
4
,5

1
5

2
5
,0

9
6

2
5
,6

7
7

2
6
,2

5
8

2
6
,8

3
9

2
7
,4

2
0

2
8
,0

0
1

2
8
,5

8
2

2
9
,1

6
3

2
9
,7

4
4

9
,0

2
6

1
6
,1

0
1

1
1
,1

0
6

1
1
,4

8
7

1
3
,9

5
2

1
5
,1

3
8

1
5
,4

2
0

1
5
,7

0
8

1
6
,0

0
1

1
6
,3

0
0

1
6
,6

0
5

1
6
,9

1
6

1
7
,2

3
3

1
7
,5

5
7

1
7
,8

8
7

5
4
6

9
9
9

1
,2

1
2

7
8
1

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

9
0
9

1
0
0
,3

4
3

1
0
4
,7

0
0

1
1
4
,3

1
3

1
1
4
,1

9
1

1
2
6
,3

1
4

1
3
0
,6

6
7

1
3
5
,2

9
0

1
3
9
,9

4
3

1
4
4
,6

8
5

1
4
9
,5

1
7

1
5
4
,5

0
2

1
5
9
,5

2
0

1
6
4
,6

3
5

1
6
9
,8

4
8

1
7
5
,2

2
2

(3
)

7
4
,0

3
3

7
6
,9

8
2

8
0
,0

5
0

8
2
,1

8
4

8
6
,2

1
2

8
9
,7

8
7

9
2
,7

9
1

9
5
,6

5
8

9
8
,5

6
5

1
0
1
,6

0
3

1
0
4
,5

9
1

1
0
6
,5

4
3

1
0
5
,3

1
2

1
0
3
,9

2
1

1
0
1
,3

6
0

２
．

1
3
,1

5
8

1
2
,7

7
1

1
2
,4

3
6

1
2
,2

1
4

2
6
,6

3
6

2
7
,5

9
6

2
8
,1

7
3

2
8
,6

9
4

2
9
,1

1
2

2
9
,4

3
5

2
9
,6

7
6

2
9
,8

3
3

2
9
,9

0
5

2
9
,8

9
6

2
9
,8

3
6

(1
)

1
3
,1

5
4

1
2
,7

5
0

1
2
,4

3
6

1
2
,2

1
4

1
3
,3

8
2

1
4
,3

4
2

1
4
,9

1
9

1
5
,4

4
0

1
5
,8

5
8

1
6
,1

8
1

1
6
,4

2
2

1
6
,5

7
9

1
6
,6

5
1

1
6
,6

4
2

1
6
,5

8
2

(2
)

4
2
1

0
0

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

1
3
,2

5
4

(D
)

2
1
8
,0

9
2

2
3
8
,3

4
6

2
4
8
,4

8
1

2
4
7
,2

7
5

2
8
6
,7

1
4

2
9
7
,3

6
9

3
0
6
,4

3
6

3
1
5
,3

4
6

3
2
4
,2

8
7

3
3
3
,3

6
0

3
4
2
,4

6
0

3
5
0
,4

7
9

3
5
5
,3

3
3

3
6
0
,0

5
1

3
6
3
,7

1
5

(E
)

3
,2

3
4

1
3
,9

5
3

2
1
,4

5
6

3
3
,1

9
9

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

(F
)

3
,3

7
7

4
3
1
4

1
8
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(G

)
2
1
9

2
4
9

1
9
5

5
5
5

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

(H
)

3
,1

5
8

△
 2

4
5

1
1
9

△
 3

7
4

△
 4

6
△

 4
6

△
 4

6
△

 4
6

△
 4

6
△

 4
6

△
 4

6
△

 4
6

△
 4

6
△

 4
6

△
 4

6
6
,3

9
2

1
3
,7

0
8

2
1
,5

7
5

3
2
,8

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(I
)

0
6
,3

9
2

1
3
,7

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(J
)

6
4
,6

6
0

7
7
,5

5
6

9
0
,6

1
2

1
2
4
,5

8
2

1
0
4
,2

0
2

1
0
7
,5

7
1

1
0
5
,3

5
7

1
0
8
,3

4
0

1
1
1
,3

2
3

1
1
4
,3

0
6

1
1
7
,2

8
9

1
2
0
,2

7
2

1
2
3
,2

5
5

1
2
0
,2

3
9

1
2
2
,2

2
2

1
4
,4

0
4

2
2
,4

5
3

1
7
,0

1
4

1
2
,8

1
5

2
7
,1

7
7

2
7
,5

4
6

2
2
,3

3
2

2
2
,3

1
5

2
2
,2

9
8

2
2
,2

8
1

2
2
,2

6
4

2
2
,2

4
7

2
2
,2

3
0

2
2
,2

1
4

2
2
,1

9
7

(K
)

6
1
,7

9
7

7
1
,7

8
7

7
7
,7

7
0

8
2
,4

9
6

9
9
,9

5
1

1
0
8
,1

3
4

1
1
4
,3

1
7

1
2
0
,1

7
2

1
2
4
,7

3
1

1
2
8
,6

0
0

1
3
3
,8

6
3

1
3
9
,2

2
0

1
4
1
,8

8
9

1
4
3
,5

0
1

1
0
6
,6

6
4

4
3
,1

2
4

5
3
,6

6
3

5
8
,7

4
5

6
3
,1

6
4

6
7
,3

3
6

7
0
,4

1
6

7
5
,7

7
6

8
0
,8

0
2

8
5
,0

1
9

8
9
,3

1
9

9
3
,7

0
2

9
8
,1

7
2

9
9
,9

3
9

1
0
0
,6

3
3

6
2
,8

5
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
6
,5

9
2

1
4
,7

1
9

1
5
,5

4
3

1
5
,4

2
7

2
9
,3

5
7

3
4
,4

5
9

3
5
,2

8
2

3
6
,1

1
1

3
6
,9

5
3

3
7
,8

1
0

3
8
,6

9
0

3
9
,5

7
7

4
0
,4

7
9

4
1
,3

9
7

4
2
,3

3
9

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

4
4
,3

2
8

4
4
,7

6
7

4
4
,6

3
0

4
4
,2

3
6

4
4
,3

9
2

4
4
,1

7
5

4
3
,9

5
9

4
3
,7

4
4

4
3
,5

3
0

4
3
,3

1
7

4
3
,1

0
5

4
2
,8

9
4

4
2
,6

8
4

4
2
,4

7
5

4
2
,2

6
7

(N
)

(O
)

(P
)

4
4
,3

2
8

4
4
,7

6
7

4
4
,6

3
0

4
4
,2

3
6

4
4
,3

9
2

4
4
,1

7
5

4
3
,9

5
9

4
3
,7

4
4

4
3
,5

3
0

4
3
,3

1
7

4
3
,1

0
5

4
2
,8

9
4

4
2
,6

8
4

4
2
,4

7
5

4
2
,2

6
7

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

2
年

度
(決

算
）

営
業

収
益

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

長
期

前
受

金
戻

入

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

他
会

計
負

担
金

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

そ
の

他

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

-35-



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
個

別
生

活
排

水
事

業
】

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

6
5
,5

0
0

6
1
,8

0
0

4
3
,7

0
0

2
6
,8

0
0

8
3
,6

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

6
5
,4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

２
．

9
,0

2
8

8
5
7

0
1
2
,8

2
3

1
6
,7

3
9

1
7
,9

4
2

1
8
,6

4
7

2
1
,6

1
0

2
4
,2

0
6

2
5
,5

5
9

2
6
,1

9
5

2
8
,8

2
2

3
3
,4

0
3

3
5
,2

9
3

3
4
,2

8
7

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

６
．

9
,0

4
8

1
6
,5

4
2

1
2
,1

6
5

7
,6

7
4

2
4
,0

4
1

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

1
8
,8

4
5

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

９
．

5
,9

7
5

4
,9

7
5

4
,0

7
5

4
,4

0
0

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

2
,9

0
9

(A
)

8
9
,5

5
1

8
4
,1

7
4

5
9
,9

4
0

5
1
,6

9
7

1
2
7
,2

8
9

1
0
5
,0

9
6

1
0
5
,8

0
1

1
0
8
,7

6
4

1
1
1
,3

6
0

1
1
2
,7

1
3

1
1
3
,3

4
9

1
1
5
,9

7
6

1
2
0
,5

5
7

1
2
2
,4

4
7

1
2
1
,4

4
1

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(C
)

8
9
,5

5
1

8
4
,1

7
4

5
9
,9

4
0

5
1
,6

9
7

1
2
7
,2

8
9

1
0
5
,0

9
6

1
0
5
,8

0
1

1
0
8
,7

6
4

1
1
1
,3

6
0

1
1
2
,7

1
3

1
1
3
,3

4
9

1
1
5
,9

7
6

1
2
0
,5

5
7

1
2
2
,4

4
7

1
2
1
,4

4
1

１
．

9
8
,1

4
6

9
5
,5

5
6

7
0
,3

8
1

4
6
,7

2
5

1
2
6
,4

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

1
0
1
,1

8
0

9
,1

7
2

9
,0

3
6

8
,9

5
2

7
,7

5
1

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

7
,9

6
6

２
．

4
2
,5

1
5

4
3
,6

2
4

5
5
,4

5
0

6
0
,5

3
2

6
4
,9

5
2

6
9
,1

2
3

7
2
,2

0
4

7
7
,5

6
4

8
2
,5

9
0

8
6
,3

0
7

8
9
,3

1
9

9
3
,7

0
2

9
8
,1

7
2

9
9
,9

3
9

1
0
0
,6

3
3

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

５
．

0
0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

(D
)

1
4
0
,6

6
1

1
3
9
,1

8
0

1
2
5
,8

3
1

1
0
7
,2

5
7

1
9
2
,4

3
2

1
7
1
,3

0
3

1
7
4
,3

8
4

1
7
9
,7

4
4

1
8
4
,7

7
0

1
8
8
,4

8
7

1
9
1
,4

9
9

1
9
5
,8

8
2

2
0
0
,3

5
2

2
0
2
,1

1
9

2
0
2
,8

1
3

(E
)

5
1
,1

1
0

5
5
,0

0
6

6
5
,8

9
1

5
5
,5

6
0

6
5
,1

4
3

6
6
,2

0
7

6
8
,5

8
3

7
0
,9

8
0

7
3
,4

1
0

7
5
,7

7
4

7
8
,1

5
0

7
9
,9

0
6

7
9
,7

9
5

7
9
,6

7
2

8
1
,3

7
2

１
．

7
,1

0
8

4
8
,6

4
2

6
1
,3

9
1

5
2
,7

4
3

5
6
,8

5
4

5
9
,7

3
8

6
2
,1

1
4

6
4
,5

1
1

6
6
,9

0
8

6
9
,3

0
5

7
1
,6

8
1

7
3
,4

3
7

7
3
,3

2
6

7
3
,2

0
3

7
2
,3

4
2

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

４
．

4
4
,0

0
2

6
,3

6
4

4
,5

0
0

2
,8

1
7

8
,2

8
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

6
,4

6
9

(F
)

5
1
,1

1
0

5
5
,0

0
6

6
5
,8

9
1

5
5
,5

6
0

6
5
,1

4
3

6
6
,2

0
7

6
8
,5

8
3

7
0
,9

8
0

7
3
,3

7
7

7
5
,7

7
4

7
8
,1

5
0

7
9
,9

0
6

7
9
,7

9
5

7
9
,6

7
2

7
8
,8

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
3

0
0

0
0

0
2
,5

6
1

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(H
)

1
,1

3
8
,2

2
7

1
,1

5
6
,4

0
3

1
,1

4
4
,6

5
3

1
,1

1
0
,9

2
1

1
,1

3
1
,4

6
8

1
,1

2
7
,7

4
5

1
,1

2
0
,9

4
1

1
,1

0
8
,7

7
7

1
,0

9
1
,5

8
7

1
,0

7
0
,6

8
0

1
,0

4
6
,7

6
1

1
,0

1
8
,4

5
9

9
8
5
,6

8
7

9
5
1
,1

4
8

9
1
5
,9

1
5

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

1
4
9
,8

2
7

1
7
9
,8

5
0

1
9
7
,1

9
0

2
0
7
,6

2
0

2
1
2
,9

9
5

2
2
3
,1

7
6

2
3
1
,8

3
1

2
4
0
,4

8
6

2
4
9
,1

3
1

2
5
7
,7

7
6

2
6
6
,4

7
6

2
7
4
,5

1
0

2
8
0
,6

9
4

2
8
6
,8

8
9

2
9
2
,4

6
1

4
2
,8

4
4

4
5
,6

8
7

5
0
,3

4
3

5
0
,1

6
4

5
2
,5

7
6

5
5
,8

0
1

5
8
,3

4
6

6
0
,8

9
8

6
3
,2

5
4

6
5
,5

6
9

6
7
,5

3
7

6
9
,2

8
2

6
4
,5

1
6

6
4
,5

0
5

6
3
,9

4
1

1
0
6
,9

8
3

1
3
4
,1

6
3

1
4
6
,8

4
7

1
5
7
,4

5
6

1
6
0
,4

1
9

1
6
7
,3

7
5

1
7
3
,4

8
5

1
7
9
,5

8
8

1
8
5
,8

7
7

1
9
2
,2

0
7

1
9
8
,9

3
9

2
0
5
,2

2
8

2
1
6
,1

7
8

2
2
2
,3

8
4

2
2
8
,5

2
0

9
,0

2
8

8
5
7

0
1
2
,8

2
3

1
6
,7

3
9

1
7
,9

4
2

1
8
,6

4
7

2
1
,6

1
0

2
4
,2

0
6

2
5
,5

5
9

2
6
,1

9
5

2
8
,8

2
2

3
3
,4

0
3

3
5
,2

9
3

3
4
,2

8
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

9
,0

2
8

8
5
7

0
1
2
,8

2
3

1
6
,7

3
9

1
7
,9

4
2

1
8
,6

4
7

2
1
,6

1
0

2
4
,2

0
6

2
5
,5

5
9

2
6
,1

9
5

2
8
,8

2
2

3
3
,4

0
3

3
5
,2

9
3

3
4
,2

8
7

1
5
8
,8

5
5

1
8
0
,7

0
7

1
9
7
,1

9
0

2
2
0
,4

4
3

2
2
9
,7

3
4

2
4
1
,1

1
8

2
5
0
,4

7
8

2
6
2
,0

9
6

2
7
3
,3

3
7

2
8
3
,3

3
5

2
9
2
,6

7
1

3
0
3
,3

3
2

3
1
4
,0

9
7

3
2
2
,1

8
2

3
2
6
,7

4
8

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

令
和

1
6
年

度
（
計

画
）

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

2
年

度
(決

算
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

計

そ
の

他

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

他
会

計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

8
年

度
（
計

画
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）

(A
)-

(B
)

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

純
計

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
4
年

度
（
計

画
）

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

令
和

1
5
年

度
（
計

画
）

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

4
年

度
（
決

算
）

令
和

9
年

度
（
計

画
）

令
和

1
0
年

度
（
計

画
）

令
和

1
1
年

度
（
計

画
）

令
和

1
2
年

度
（
計

画
）

令
和

1
3
年

度
（
計

画
）

令
和

3
年

度
（
決

算
）

令
和

2
年

度
(決

算
）

令
和

5
年

度
（
決

算
）

令
和

6
年

度
（
当

初
予

算
）

令
和

7
年

度
（
計

画
）
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